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福島第二原子力発電所３号発電用原子炉 廃止措置計画認可申請書 

本文及び添付書類の一部補正について 

 

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」第 43 条の３の

34 第２項の規定に基づき，令和２年５月 29 日付け，原管発官Ｒ２第４５号を

もって申請（令和３年３月 30日付け，原管発官Ｒ２第２８９号で一部補正）

しました福島第二原子力発電所３号発電用原子炉 廃止措置計画認可申請書

の本文及び添付書類を下記のとおり一部補正いたします。 

 

記 

 

福島第二原子力発電所３号発電用原子炉 廃止措置計画認可申請書の本文

及び添付書類を別添のとおり補正する。 

 



別添 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

7 四 

第４－２表 

廃止措置対象

施設（１／５） 

第４－２表 廃止措置対象施設（１／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

原子炉本体 

炉心 

炉心支持構造物 

ジェット・ポンプ 

気水分離器 

蒸気乾燥器 

燃料体 燃料集合体 

原子炉容器 原子炉容器（原子炉圧力容器） 

放射線遮蔽体 
原子炉圧力容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周の壁 

核燃料物質の

取扱施設及び

貯蔵施設 

核燃料物質取

扱設備 

燃料取替機※１ 

原子炉建屋クレーン※１ 

キャスク除染装置※１ 

核燃料物質貯

蔵設備 

新燃料貯蔵庫 

使用済燃料貯蔵設備※１ 

復水貯蔵タンク 

原子炉冷却系

統施設 

１次冷却設備 

冷却材再循環系 

主蒸気系 

蒸気タービン 

復水器 

復水ポンプ 

復水浄化系 

給水加熱器 

給水ポンプ 

タービン・バイパス系 

循環水系 

非常用冷却設

備 

低圧炉心スプレイ系 

低圧注水系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

その他の主要

な事項 

残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉冷却材浄化系 
 

第４－２表 廃止措置対象施設（１／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

原子炉本体 

炉心 

炉心支持構造物 

ジェット・ポンプ 

気水分離器 

蒸気乾燥器 

燃料体 燃料集合体 

原子炉容器 原子炉容器（原子炉圧力容器） 

放射線遮蔽体 
原子炉圧力容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周の壁 

核燃料物質の

取扱施設及び

貯蔵施設 

核燃料物質取

扱設備 

燃料取替機※１ 

原子炉建屋クレーン※１ 

キャスク除染装置※１ 

使用済燃料輸送容器※１ 

核燃料物質貯

蔵設備 

新燃料貯蔵庫 

使用済燃料貯蔵設備※１ 

復水貯蔵タンク 

原子炉冷却系

統施設 

１次冷却設備 

冷却材再循環系 

主蒸気系 

蒸気タービン 

復水器 

復水ポンプ 

復水浄化系 

給水加熱器 

給水ポンプ 

タービン・バイパス系 

循環水系 

非常用冷却設

備 

低圧炉心スプレイ系 

低圧注水系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

その他の主要

な事項 

残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉冷却材浄化系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃止措置対象施設の

変更（使用済燃料輸送容

器の追加） 
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第４－２表 

廃止措置対象

施設（３／５） 

第４－２表 廃止措置対象施設（３／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の

廃棄設備 

空気抽出器 

再結合器 

活性炭式希ガス・ホールドアップ装置 

主排気筒 

液体廃棄物の

廃棄設備 

低電導度廃液系※４ 

高電導度廃液系※４ 

洗濯廃液系※１ 

除染廃液系※４ 

シャワ・ドレン系※３ 

油ドレン系※４ 

固体廃棄物の

廃棄設備 

使用済樹脂槽※１ 

原子炉冷却材浄化系沈降分離槽※１ 

原子炉冷却材浄化系受けタンク 

燃料プール冷却浄化系受けタンク 

復水浄化系沈降分離槽※２ 

復水浄化系受けタンク 

濃縮廃液タンク※１ 

濃縮洗濯廃液タンク※１ 

サイトバンカ※１ 

固化装置※１ 

減容装置※１ 

減容装置 

乾燥装置※１ 

雑固体廃棄物焼却設備※１ 

固体廃棄物貯蔵庫※１ 
 

第４－２表 廃止措置対象施設（３／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の

廃棄設備 

空気抽出器 

再結合器 

活性炭式希ガス・ホールドアップ装置 

主排気筒 

液体廃棄物の

廃棄設備 

低電導度廃液系※４ 

高電導度廃液系※４ 

洗濯廃液系※１ 

除染廃液系※４ 

シャワ・ドレン系※３ 

油ドレン系※４ 

固体廃棄物の

廃棄設備 

使用済樹脂槽※１ 

原子炉冷却材浄化系沈降分離槽※１ 

原子炉冷却材浄化系受けタンク 

燃料プール冷却浄化系受けタンク 

復水浄化系沈降分離槽※２ 

復水浄化系受けタンク 

濃縮廃液タンク※１ 

濃縮洗濯廃液タンク※１ 

サイトバンカ※１ 

固化装置※１ 

減容装置※１ 

減容装置 

乾燥装置※１ 

雑固体廃棄物焼却設備※１ 

固体廃棄物移送容器※１ 

固体廃棄物貯蔵庫※１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・廃止措置対象施設の

変更（固体廃棄物移送容

器の追加） 
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第４－２図 

管理区域全体

図 

第４－２図 管理区域全体図 

・図の明瞭化 
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第４－２図 

管理区域全体

図 

第４－２図 管理区域全体図 

・図の明瞭化 
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第 ５ － １ 表 

解体対象施設

（１／５） 

第５－１表 解体対象施設（１／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

原子炉本体 

炉心 

炉心支持構造物 

ジェット・ポンプ 

気水分離器 

蒸気乾燥器 

燃料体 燃料集合体 

原子炉容器 原子炉容器（原子炉圧力容器） 

放射線遮蔽体 
原子炉圧力容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周の壁 

核燃料物質の

取扱施設及び

貯蔵施設 

核燃料物質取

扱設備 

燃料取替機※１ 

原子炉建屋クレーン※１ 

キャスク除染装置※１ 

核燃料物質貯

蔵設備 

新燃料貯蔵庫 

使用済燃料貯蔵設備※１ 

復水貯蔵タンク 

原子炉冷却系

統施設 

１次冷却設備 

冷却材再循環系 

主蒸気系 

蒸気タービン 

復水器 

復水ポンプ 

復水浄化系 

給水加熱器 

給水ポンプ 

タービン・バイパス系 

循環水系 

非常用冷却設

備 

低圧炉心スプレイ系 

低圧注水系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

その他の主要

な事項 

残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉冷却材浄化系 
 

第５－１表 解体対象施設（１／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

原子炉本体 

炉心 

炉心支持構造物 

ジェット・ポンプ 

気水分離器 

蒸気乾燥器 

燃料体 燃料集合体 

原子炉容器 原子炉容器（原子炉圧力容器） 

放射線遮蔽体 
原子炉圧力容器周囲のコンクリート壁 

原子炉格納容器外周の壁 

核燃料物質の

取扱施設及び

貯蔵施設 

核燃料物質取

扱設備 

燃料取替機※１ 

原子炉建屋クレーン※１ 

キャスク除染装置※１ 

使用済燃料輸送容器※１ 

核燃料物質貯

蔵設備 

新燃料貯蔵庫 

使用済燃料貯蔵設備※１ 

復水貯蔵タンク 

原子炉冷却系

統施設 

１次冷却設備 

冷却材再循環系 

主蒸気系 

蒸気タービン 

復水器 

復水ポンプ 

復水浄化系 

給水加熱器 

給水ポンプ 

タービン・バイパス系 

循環水系 

非常用冷却設

備 

低圧炉心スプレイ系 

低圧注水系 

高圧炉心スプレイ系 

自動減圧系 

その他の主要

な事項 

残留熱除去系 

原子炉隔離時冷却系 

原子炉冷却材浄化系 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解体対象施設の変更

（使用済燃料輸送容器

の追加） 
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26 五 

第 ５ － １ 表 

解体対象施設

（３／５） 

第５－１表 解体対象施設（３／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の

廃棄設備 

空気抽出器 

再結合器 

活性炭式希ガス・ホールドアップ装置 

主排気筒 

液体廃棄物の

廃棄設備 

低電導度廃液系※４ 

高電導度廃液系※４ 

洗濯廃液系※１ 

除染廃液系※４ 

シャワ・ドレン系※３ 

油ドレン系※４ 

固体廃棄物の

廃棄設備 

使用済樹脂槽※１ 

原子炉冷却材浄化系沈降分離槽※１ 

原子炉冷却材浄化系受けタンク 

燃料プール冷却浄化系受けタンク 

復水浄化系沈降分離槽※２ 

復水浄化系受けタンク 

濃縮廃液タンク※１ 

濃縮洗濯廃液タンク※１ 

サイトバンカ※１ 

固化装置※１ 

減容装置※１ 

減容装置 

乾燥装置※１ 

雑固体廃棄物焼却設備※１ 

固体廃棄物貯蔵庫※１ 
 

第５－１表 解体対象施設（３／５） 

施設区分 設備等の区分 設備（建屋）名称 

放射性廃棄物

の廃棄施設 

気体廃棄物の

廃棄設備 

空気抽出器 

再結合器 

活性炭式希ガス・ホールドアップ装置 

主排気筒 

液体廃棄物の

廃棄設備 

低電導度廃液系※４ 

高電導度廃液系※４ 

洗濯廃液系※１ 

除染廃液系※４ 

シャワ・ドレン系※３ 

油ドレン系※４ 

固体廃棄物の

廃棄設備 

使用済樹脂槽※１ 

原子炉冷却材浄化系沈降分離槽※１ 

原子炉冷却材浄化系受けタンク 

燃料プール冷却浄化系受けタンク 

復水浄化系沈降分離槽※２ 

復水浄化系受けタンク 

濃縮廃液タンク※１ 

濃縮洗濯廃液タンク※１ 

サイトバンカ※１ 

固化装置※１ 

減容装置※１ 

減容装置 

乾燥装置※１ 

雑固体廃棄物焼却設備※１ 

固体廃棄物移送容器※１ 

固体廃棄物貯蔵庫※１ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・解体対象施設の変更

（固体廃棄物移送容器

の追加） 
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30 五 

第５－１図 

解体対象施設

の配置 

第５－１図 解体対象施設の配置 

・図の明瞭化 
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解体対象施設 ：

 ： モニタリングポスト

純水タンク

サプレッション・プール水貯留水用タンク

キャスク保管建屋
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30 五 

第５－１図 

解体対象施設

の配置 

 

第５－１図 解体対象施設の配置 

・図の明瞭化 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

32 六 

1.性能維持施

設を維持管理

するための基

本的な考え方 

1.性能維持施設を維持管理するための基本的な考え方 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設については，使用済燃料

が３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プー 

ル）から搬出が完了するまでの期間，燃料取扱機能，臨界防止機 

能，燃料落下防止機能，冷却浄化等の機能及び性能を維持管理す 

る。また，新燃料が３号炉原子炉建屋内の核燃料物質貯蔵設備か 

ら搬出が完了するまでの期間，燃料取扱機能，臨界防止機能，燃 

料落下防止機能及び性能を維持管理 

 

 

する。 

1.性能維持施設を維持管理するための基本的な考え方 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設については，使用済燃料

等が３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プー

ル）から搬出が完了するまでの期間，燃料取扱機能，臨界防止機

能，燃料落下防止機能，冷却浄化等の機能及び性能を維持管理す

る。また，新燃料が３号炉原子炉建屋内の核燃料物質貯蔵設備か

ら搬出が完了するまでの期間，燃料取扱機能，臨界防止機能，燃

料落下防止機能及び性能を維持管理し，使用済燃料の構内輸送が

完了するまでの期間，使用済燃料を適切に構内輸送するため，臨

界防止機能，除熱機能，密封機能，放射線遮蔽機能及び性能を維

持管理する。 

 

 

・記載の適正化（使用

済燃料貯蔵設備の性能

維持期間及び機能を見

直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

32 

33 

六 

1.性能維持施

設を維持管理

するための基

本的な考え方 

（つづき） 

1.性能維持施設を維持管理するための基本的な考え方 

(3)放射性廃棄物の廃棄施設については，放射性廃棄物の処理が

完了するまでの期間，放射性気体廃棄物， 放射性液体廃棄物及

び放射性固体廃棄物を適切に処理処分するため，      処

理機能及び性能を維持管理する。また， 

貯蔵している放射性固体廃棄物の       

廃棄が完了するまでの期間，放射性固体廃棄物を適切に    

貯蔵するため，                 貯蔵機能及

び性能を維持管理 

 

する。 

1.性能維持施設を維持管理するための基本的な考え方 

(3)放射性廃棄物の廃棄施設については，放射性廃棄物の処理が

完了するまでの期間，放射性気体廃棄物及び放射性液体廃棄物  

を適切に処理  するため，放射性廃棄物処

理機能及び性能を維持管理する。また，放射性固体廃棄物の処理

が完了する又は貯蔵している放射性固体廃棄物の取出し若しくは

廃棄が完了するまでの期間，放射性固体廃棄物を適切に処理又は

貯蔵するため，放射性廃棄物処理機能，放射性廃棄物貯蔵機能及

び性能を維持管理し，使用済制御棒等の構内輸送が完了するまで

の期間，使用済制御棒等を適切に構内輸送するため，放射線遮蔽

機能及び性能を維持管理する。 

 

 

・記載の適正化（放射

性廃棄物の廃棄施設の

性能維持期間，機能及

び性能を見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

33 六 

1.性能維持施

設を維持管理

するための基

本的な考え方 

（つづき） 

1.性能維持施設を維持管理するための基本的な考え方 

(6)非常用電源設備については，使用済燃料貯蔵設備（使用済燃

料プール）に貯蔵している使用済燃料の搬出が完了するまでの期

間，発電用原子炉施設の安全確保上必要な場合に適切な容量を確

保し，それぞれの設備に要求される電源供給機能及び性能を維持

管理する。 

1.性能維持施設を維持管理するための基本的な考え方 

(6)非常用電源設備については，使用済燃料貯蔵設備（使用済燃

料プール）に貯蔵している使用済燃料の搬出完了又は各建屋の各

エリアに設置されている設備の供用終了までの期間，発電用原子

炉施設の安全確保上必要な場合に適切な容量を確保し，それぞれ

の設備に要求される電源供給機能及び性能を維持管理する。 

・記載の適正化（蓄電

池の性能維持期間を見

直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

35 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（１／

８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

１
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

１
／
９
）
 

・記載の適正化（新燃料

貯蔵庫の性能について

は，性能維持施設その

ものに有意な損傷がな

いことを明確化） 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

原 子 炉 本 体 

放 射 線 遮 蔽 体 

 
原
子
炉
圧
力
容
器
周
囲

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

炉
心
支
持
構
造
物
等
の

解
体
が
完
了
す
る
ま
で
 

 
原
子
炉
格
納
容
器
外
周

の
壁
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 

核 燃 料 物 質 取 扱 設 備 

 

燃
料
取
替
機
（
３
号
炉

原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟

内
）

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
取
扱
機
能
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
落
下
防
止
機
能
 

（
炉
心
内
及
び
炉
心
と

燃
料
プ
ー
ル
と
の
間
の

燃
料
取
扱
機
能
は
除

く
。
）
 

燃
料
集
合
体
を
取
扱
い
中
，
動

力
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
燃

料
集
合
体
が
停
止
し
た
位
置
に

て
保
持
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
こ

と
 

燃
料
集
合
体
の
取
扱
い
中
に
燃

料
集
合
体
が
破
損
し
な
い
よ
う

正
常
に
動
作
す
る
状
態
で
あ
る

こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
新
燃
料
及
び
使
用
済

燃
料
の
搬
出
が
完
了
す

る
ま
で
 

 

原
子
炉
建
屋
ク
レ
ー
ン

（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋

原
子
炉
棟
内
）

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
取
扱
機
能
 

燃
料
落
下
防
止
機
能
 

 

キ
ャ
ス
ク
除
染
装
置

（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋

原
子
炉
棟
内
）

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
 

・
種
類
：
コ
ン
ク
リ
ー
ト
（

SU
S
ラ
イ
ニ
ン
グ
）
 

・
容
量
：
60
00
m
m×

54
0
0m
m×

6
97
5
mm
 

燃
料
取
扱
機
能
 

使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
を
除
染

す
る
場
所
と
し
て
，
亀
裂
，
変

形
等
有
意
な
欠
陥
が
な
い
状
態

で
あ
る
こ
と
 

核 燃 料 物 質 貯 蔵

設 備 

 
新
燃
料
貯
蔵
庫
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
集
合
体
等
が
臨
界
に
達
す

る
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な
い

状
態
で
あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
新
燃
料
の
搬
出
が
完

了
す
る
ま
で
 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

原 子 炉 本 体 

放 射 線 遮 蔽 体 
 

原
子
炉
圧
力
容
器
周
囲

の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
壁
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

炉
心
支
持
構
造
物
等
の

解
体
が
完
了
す
る
ま
で
 

 
原
子
炉
格
納
容
器
外
周

の
壁
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 

核 燃 料 物 質 取 扱 設 備 

 

燃
料
取
替
機
（
３
号
炉

原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟

内
）

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
取
扱
機
能
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
落
下
防
止
機
能
 

（
炉
心
内
及
び
炉
心
と

燃
料
プ
ー
ル
と
の
間
の

燃
料
取
扱
機
能
は
除

く
。
）
 

燃
料
集
合
体
を
取
扱
い
中
，
動

力
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に
燃

料
集
合
体
が
停
止
し
た
位
置
に

て
保
持
さ
れ
る
状
態
で
あ
る
こ

と
 

燃
料
集
合
体
の
取
扱
い
中
に
燃

料
集
合
体
が
破
損
し
な
い
よ
う

正
常
に
動
作
す
る
状
態
で
あ
る

こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
新
燃
料
及
び
使
用
済

燃
料
の
搬
出
が
完
了
す

る
ま
で
 

 

原
子
炉
建
屋
ク
レ
ー
ン

（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋

原
子
炉
棟
内
）

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
取
扱
機
能
 

燃
料
落
下
防
止
機
能
 

 

キ
ャ
ス
ク
除
染
装
置

（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋

原
子
炉
棟
内
）

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
 

・
種
類
：
コ
ン
ク
リ
ー
ト
（

SU
S
ラ
イ
ニ
ン
グ
）
 

・
容
量
：
60
00
m
m×

54
0
0m
m×

6
97
5
mm
 

燃
料
取
扱
機
能
 

使
用
済
燃
料
輸
送
容
器
を
除
染

す
る
場
所
と
し
て
，
亀
裂
，
変

形
等
有
意
な
欠
陥
が
な
い
状
態

で
あ
る
こ
と
 

核 燃 料 物 質 貯 蔵

設 備 

 
新
燃
料
貯
蔵
庫
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
集
合
体
等
の
臨
界
防
止
に

影
響
す
る
よ
う
な
変
形
等
有
意

な
損
傷
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
新
燃
料
の
搬
出
が
完

了
す
る
ま
で
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36 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（２

／８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

２
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

２
／
９
）
 

・記載の適正化（核燃

料物質貯蔵設備の性能

及び性能維持期間を見

直し）  

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 

核 燃 料 物 質 貯 蔵 設 備 

使 用 済 燃 料 貯 蔵 設 備 （ ３ 号 炉 原 子 炉 建 屋 原 子 炉 棟 内 ） 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

※
２
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
の
搬
出

が
完
了
す
る
ま
で
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ

ク
※
２
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
集
合
体
等
が
臨
界
に
達
す

る
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な
い

状
態
で
あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
新
燃
料
及
び
使
用
済

燃
料
の
搬
出
が
完
了
す

る
ま
で
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水

位
を
監
視
す
る
設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
 

・
種
類
：
水
位
検
出
器
（
フ
ロ
ー
ト
式
）

 

水
位
及
び
漏
え
い
の
監

視
機
能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を

監
視
し
，
水
位
高
及
び
低
の
警

報
が
発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る

こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
の
搬
出

が
完
了
す
る
ま
で
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水

の
漏
え
い
を
監
視
す
る

設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
 

・
種
類
：
水
位
検
出
器
（
フ
ロ
ー
ト
式
）

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
張
り
か

ら
の
漏
え
い
を
監
視
し
，
水
位

高
の
警
報
が
発
信
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
 
ポ
ン
プ

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

冷
却
浄
化
機
能
 

燃
料
プ
ー
ル
水
補
給
機

能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
の
冷
却

が
可
能
な
運
転
状
態
で
あ
る
こ

と
 

使
用
済
燃
料
そ
の
他
高
放
射
性

の
燃
料
体
の
被
覆
が
著
し
く
腐

食
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
を
ろ
過

脱
塩
装
置
に
通
水
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
 
熱
交
換
器

※
２
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
 
ろ
過
脱
塩
装
置

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
（
補

給
水
ラ
イ
ン
を
含
む
。）

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
プ
ー
ル
水
補
給
機

能
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能

 
維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 

核 燃 料 物 質 貯 蔵 設 備 

使 用 済 燃 料 貯 蔵 設 備 （ ３ 号 炉 原 子 炉 建 屋 原 子 炉 棟 内 ） 
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル

※
２
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
及
び
使

用
済
制
御
棒
の
搬
出
が

完
了
す
る
ま
で
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ

ク
※
２
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
集
合
体
等
の
臨
界
防
止
に

影
響
す
る
よ
う
な
変
形
等
有
意

な
損
傷
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
新
燃
料
及
び
使
用
済

燃
料
の
搬
出
が
完
了
す

る
ま
で
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水

位
を
監
視
す
る
設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
 

・
種
類
：
水
位
検
出
器
（
フ
ロ
ー
ト
式
）

 

水
位
及
び
漏
え
い
の
監

視
機
能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
の
水
位
を

監
視
し
，
水
位
高
及
び
低
の
警

報
が
発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る

こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
及
び
使

用
済
制
御
棒
の
搬
出
が

完
了
す
る
ま
で
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水

の
漏
え
い
を
監
視
す
る

設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
 

・
種
類
：
水
位
検
出
器
（
フ
ロ
ー
ト
式
）

 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
内
張
り
か

ら
の
漏
え
い
を
監
視
し
，
水
位

高
の
警
報
が
発
信
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
 
ポ
ン
プ

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

冷
却
浄
化
機
能
 

燃
料
プ
ー
ル
水
補
給
機

能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
の
冷
却

が
可
能
な
運
転
状
態
で
あ
る
こ

と
 

使
用
済
燃
料
そ
の
他
高
放
射
性

の
燃
料
体
の
被
覆
が
著
し
く
腐

食
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
を
ろ
過

脱
塩
装
置
に
通
水
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
の
搬
出

が
完
了
す
る
ま
で
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
 
熱
交
換
器

※
２
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
 
ろ
過
脱
塩
装
置

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
（
補

給
水
ラ
イ
ン
を
含
む
。）

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

燃
料
プ
ー
ル
水
補
給
機

能
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
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37 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（３

／８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

３
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

３
／
９
）
 

・記載の適正化（液体

廃棄物及び固体廃棄物

の廃棄設備の性能及び

性能維持期間を見直

し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

気 体 廃 棄

物 の 廃 棄

設 備 

 

主
排
気
筒
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

排
気
筒
以
外
か
ら
気
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物
を
放
出
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

低 電 導 度

廃 液 系  

低
電
導
度
廃
液
受
け

タ
ン
ク
 

３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

高 電 導 度

廃 液 系  

高
電
導
度
廃
液
受
タ

ン
ク
 

４
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

除 染 廃

液 系  

除
染
廃
液
受
タ
ン
ク

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

固 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

 
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系

受
け
タ
ン
ク

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
貯
蔵
機

能
 

放
射
性
固
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
受
け
タ
ン
ク

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
復
水
浄
化
系
受
け
タ
ン

ク
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
減
容
装
置

 
１
基
 

・
位
置
：
活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ

装
置
建
屋

 

・
種
類
：
門
型
下
降
式

 

・
能
力
：
10
ｔ

 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

雑
固
体
廃
棄
物
の
圧
縮
減
容
が

可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能

 
維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

気 体 廃 棄

物 の 廃 棄

設 備 

 

主
排
気
筒
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

排
気
筒
以
外
か
ら
気
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物
を
放
出
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

低 電 導 度

廃 液 系  

低
電
導
度
廃
液
受
け

タ
ン
ク
 

３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

高 電 導 度

廃 液 系  

高
電
導
度
廃
液
受
タ

ン
ク
 

４
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

除 染 廃

液 系  

除
染
廃
液
受
タ
ン
ク

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

固 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

 
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系

受
け
タ
ン
ク

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
貯
蔵
機

能
 

貯
蔵
し
て
い
る
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の
取
出
し

が
完
了
す
る
ま
で
 

 
燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化

系
受
け
タ
ン
ク

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
復
水
浄
化
系
受
け
タ
ン

ク
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
減
容
装
置

 
１
基
 

・
位
置
：
活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ

装
置
建
屋

 

・
種
類
：
門
型
下
降
式

 

・
能
力
：

10
ｔ

 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

雑
固
体
廃
棄
物
の
圧
縮
減
容
が

可
能
な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
固
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
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38 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（４

／８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

４
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

４
／
９
）
 

・記載の適正化 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 線 管 理 施 設 

屋 内 管 理 用 の 主 要 な 設 備 

 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
設
備
（
３
号
炉

原
子
炉
建
屋
内
及
び
中

央
制
御
室
内
）

 

９
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
線
監
視
機
能
 

線
量
当
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 関

連
す
る
設
備
の
供
用

が
終
了
す
る
ま
で
 

プ ロ セ ス 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 設 備 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
モ

ニ
タ

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

放
射
線
監
視
機
能
 

放
出
管
理
機
能
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測
定
で

き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 原

子
炉
補
機
冷
却
系
の

供
用
が
終
了
す
る
ま
で
 

屋 外 管 理 用 の 主 要 な 設

備 

主
排
気
筒
モ
ニ
タ

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

原 子 炉 格 納 施 設 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

 
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

（
事
故
時
に
お
け
る
非

常
用
ガ
ス
処
理
系
に
よ

る
気
密
性
は
除
く
。
）
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

 

原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟

側
面
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

壁
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
よ
う
な
有
意
な
損
傷
が
な
い

状
態
で
あ
る
こ
と
 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 線 管 理 施 設 

屋 内 管 理 用 の 主 要 な 設 備 

 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
設
備
（
３
号
炉

原
子
炉
建
屋
内
及
び
中

央
制
御
室
内
）

 

９
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
線
監
視
機
能
 

線
量
当
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 関

連
す
る
設
備
の
供
用

が
終
了
す
る
ま
で
 

プ ロ セ ス 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 設 備 

原
子
炉
補
機
冷
却
水
モ

ニ
タ

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

放
射
線
監
視
機
能
 

放
出
管
理
機
能
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測
定
で

き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 原

子
炉
補
機
冷
却
系
の

供
用
が
終
了
す
る
ま
で
 

屋 外 管 理 用 の 主 要 な 設

備 

主
排
気
筒
モ
ニ
タ

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

原 子 炉 格 納 施 設 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

 
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

（
事
故
時
に
お
け
る
非

常
用
ガ
ス
処
理
系
に
よ

る
気
密
性
は
除
く
。
）
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

 

原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟

側
面
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

壁
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
よ
う
な
有
意
な
損
傷
が
な
い

状
態
で
あ
る
こ
と
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 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備） 

（新規） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

５
／
９
）
 

・非常用ディーゼル発

電機の号炉間融通に関

する設計方針等の追記 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

非 常 用 電 源 設 備 

 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機

※
２

 
１
台
 

・
位
置
：
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内

 

・
種
類
：
横
軸
回
転
界
磁
三
相
交
流
同
期
発
電
機
 

・
容
量
：
7,
87
5
kV
A 

・
電
圧
：
6,
90
0
V 

・
周
波
数
：

50
H
z 

（
上
記
は
既
許
認
可
ど
お
り
）
 

 非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
当
た
り
の
設
備

容
量
は
約

6,
3
00
kW

で
あ
る
。
廃
止
措
置
期
間
中

に
性
能
を
維
持
す
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

２
台
は
，
第
６
－
３
表
に
示
す
１
号
，
２
号
，
３

号
及
び
４
号
炉
で
廃
止
措
置
期
間
中
に
外
部
電
源

が
喪
失
し
た
場
合
に
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
貯
蔵

中
の
使
用
済
燃
料
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
負

荷
に
対
し
て
，
十
分
な
容
量
を
確
保
で
き
る
設
計

と
す
る
。
 

 １
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
で
電
力
を
融
通

で
き
る
設
計
と
す
る
。
第
６
－
１
図
に
示
す
と
お

り
，
共
通
用
高
圧
母
線
（
３
号
及
び
４
号
炉
共

用
）
へ
接
続
す
る
こ
と
で
，
４
号
炉
の
非
常
用
高

圧
母
線
に
電
力
を
融
通
で
き
る
設
計
と
し
，
ま

た
，
66
kV

母
線
へ
送
電
し
て
共
通
用
高
圧
母
線

（
１
号
及
び
２
号
炉
共
用
）
へ
接
続
す
る
こ
と

で
，
１
号
及
び
２
号
炉
の
非
常
用
高
圧
母
線
に
電

力
を
融
通
で
き
る
設
計
と
す
る
。
 

電
源
供
給
機
能
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ

ル
発
電
機
の
自
動
起

動
及
び
自
動
給
電
機

能
は
除
く
。
）
 

非
常
用
高
圧
母
線
に
接
続
し

て
い
る
性
能
維
持
施
設
へ
電

源
を
供
給
で
き
る
状
態
で
あ

る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
の
搬
出

が
完
了
す
る
ま
で
 

※
１
：
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
 

※
２
：
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用

 



 

福島第二原子力発電所３号炉 廃止措置計画認可申請書 補正前後比較表 

- 
17 - 

頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

39 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（５

／８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

５
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

６
／
９
）
 

・記載の適正化（蓄電

池の性能について，供

給先を限定した記載を

見直し，蓄電池の性能

維持期間を見直し，換

気空調系の性能につい

て，フィルタを含めた

換気空調系としての性

能に見直し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

非 常 用 電 源 設

備 

 
蓄
電
池
（
所
内
用
）

 
１
組

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
電
源
供
給
機
能
 

性
能
維
持
施
設
（
使
用
済
燃
料

の
冷
却
の
た
め
に
必
要
な
設
備

等
）
へ
電
源
を
供
給
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
の
搬
出

が
完
了
す
る
ま
で
 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

原 子 炉 建 屋 原 子 炉 棟 換 気 空

調 系 

給
気
フ
ァ
ン

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

換
気
機
能
 

給
気
フ
ァ
ン
及
び
排
気
フ
ァ
ン

の
運
転
に
異
常
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

排
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

原 子 炉 建 屋 付 属 棟 換 気 空 調 系 

給
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

排
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ
，
 

高
性
能
粒
子
フ
ィ
ル
タ

 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能

 
維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

非 常 用 電 源 設

備 

 
蓄
電
池
（
所
内
用
）

 
１
組

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
電
源
供
給
機
能
 

直
流
電
源
母
線
に
接
続
し
て
い

る
性
能
維
持
施
設
へ
電
源
を
供

給
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
各
エ
リ
ア
に

設
置
さ
れ
て
い
る
設
備

の
供
用
が
終
了
す
る
ま

で
 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

原 子 炉 建 屋 原 子 炉 棟 換 気 空

調 系  

給
気
フ
ァ
ン

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

換
気
機
能
 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
換
気
が
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

排
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

原 子 炉 建 屋 付 属 棟 換 気 空 調 系  

給
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

排
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ
，
 

高
性
能
粒
子
フ
ィ
ル
タ
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40 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（６

／８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

６
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

７
／
９
）
 

・記載の適正化（換気

空調系の性能につい

て，フィルタを含めた

換気空調系としての性

能に見直し, 補機冷却

系の性能について，供

給先を限定した記載を

見直し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

タ ー ビ ン 建 屋 換 気 空 調 系 

給
気
フ
ァ
ン

 
１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り

 

換
気
機
能
 

給
気
フ
ァ
ン
及
び
排
気
フ
ァ
ン

の
運
転
に
異
常
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

排
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内

 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内

 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

そ の 他 主 要 施 設 

建 物 及 び 構 築 物 

 
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

発 電 所 補 助 系 

原 子 炉 補 機 冷 却 系 

第
二
中
間
ル
ー
プ
循
環

ポ
ン
プ

 
１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

補
機
冷
却
機
能
 

性
能
維
持
施
設
（
燃
料
プ
ー
ル
冷

却
浄
化
系
）
へ
冷
却
水
を
供
給
で

き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
の
搬
出

が
完
了
す
る
ま
で
 

海
水
ポ
ン
プ

 
１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

性
能
維
持
施
設
（
原
子
炉
補
機
冷

却
系
二
次
熱
交
換
器
）
へ
海
水
を

供
給
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

二
次
熱
交
換
器

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

性
能
維
持
施
設
（
燃
料
プ
ー
ル
冷

却
浄
化
系
）
へ
冷
却
水
を
供
給
で

き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

タ ー ビ ン 建 屋 換 気 空 調 系 

給
気
フ
ァ
ン

 
１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り

 

換
気
機
能
 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
換
気
が
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

排
気
フ
ァ
ン

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内

 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ

 
１
台

 
・
位
置
：
タ
ー
ビ
ン
建
屋
内

 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

そ の 他 主 要 施 設 

建 物 及 び 構 築 物 

 
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 
放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

 
タ
ー
ビ
ン
建
屋
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

発 電 所 補 助 系 

原 子 炉 補 機 冷 却 系 

第
二
中
間
ル
ー
プ
循
環

ポ
ン
プ

 
１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

補
機
冷
却
機
能
 

性
能

維
持

施
設

へ
冷

却
水

を
供

給
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

３
号
炉
に
貯
蔵
し
て
い

る
使
用
済
燃
料
の
搬
出

が
完
了
す
る
ま
で
 

海
水
ポ
ン
プ

 
１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

性
能

維
持

施
設

へ
海

水
を

供
給

で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

二
次
熱
交
換
器

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

性
能

維
持

施
設

へ
冷

却
水

を
供

給
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
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41 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（７

／８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

７
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

８
／
９
）
 

・記載の適正化（換気

空調系の性能につい

て，フィルタを含めた

換気空調系としての性

能に見直し，消火系の

性能を見直し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 
維
持
台
数
 

 

そ の 他 主 要 施 設 

発 電 所 補 助 系 

活 性 炭 式 希 ガ ス ・ ホ ー ル ド ア ッ プ 装 置 建 屋 換

気 空 調 系 

給
気
フ
ァ
ン
 

１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

換
気
機
能
 

給
気

フ
ァ

ン
及

び
排

気
フ

ァ
ン

の
運

転
に

異
常

が
な

い
状

態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

排
気
フ
ァ
ン
 

１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ
 

１
台

 

・
位
置
：
活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ

装
置
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ
 

１
台

 

・
位
置
：
活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ

装
置
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

消 火 系 

火
災
報
知
設
備

 
１
式

 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
光
電
式
煙
感
知
器
，
 

定
温
式
熱
感
知
器

 

消
火
機
能

 

火
災
感
知
及
び
警
報
機
能
に
影

響
す
る
よ
う
な
有
意
な
損
傷
が

な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
各
エ
リ
ア
に

設
置
さ
れ
て
い
る
設
備

の
供
用
が
終
了
す
る
ま

で
 

炭
酸
ガ
ス
消
火
設
備
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
，
タ
ー
ビ
ン
建

屋
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋
 

・
種
類
：
二
酸
化
炭
素
消
火
設
備
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

泡
消
火
設
備
 

１
式
 

・
位
置
：
屋
外
 

・
種
類
：
泡
消
火
設
備
 

消
火
器
消
火
設
備
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
粉
末

20
型
，
ハ
ロ
ン
，

CO
2 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能

 
維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 
維
持
台
数
 

 

そ の 他 主 要 施 設 

発 電 所 補 助 系 

活 性 炭 式 希 ガ ス ・ ホ ー ル ド ア ッ プ 装 置 建 屋 換

気 空 調 系 
給
気
フ
ァ
ン
 

１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

換
気
機
能
 

放
射

線
障

害
を

防
止

す
る

た
め

に
必

要
な

換
気

が
で

き
る

状
態

で
あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

排
気
フ
ァ
ン
 

１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り

 

給
気
フ
ィ
ル
タ
 

１
台

 

・
位
置
：
活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ

装
置
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

排
気
フ
ィ
ル
タ
 

１
台

 

・
位
置
：
活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ
ー
ル
ド
ア
ッ
プ

装
置
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
ッ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ

 

消 火 系 

火
災
報
知
設
備

 
１
式

 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
光
電
式
煙
感
知
器
，
 

定
温
式
熱
感
知
器

 

消
火
機
能

 

火
災
感
知
及
び
警
報
機
能
に
影

響
す
る
よ
う
な
有
意
な
損
傷
が

な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
各
エ
リ
ア
に

設
置
さ
れ
て
い
る
設
備

の
供
用
が
終
了
す
る
ま

で
 

炭
酸
ガ
ス
消
火
設
備
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
，
タ
ー
ビ
ン
建

屋
，
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋
 

・
種
類
：
二
酸
化
炭
素
消
火
設
備
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

泡
消
火
設
備
 

１
式
 

・
位
置
：
屋
外
 

・
種
類
：
泡
消
火
設
備
 

消
火
器
消
火
設
備
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
粉
末

20
型
，
ハ
ロ
ン
，

CO
2 
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42 六 

第６－１表 

性能維持施設

（３号炉に付

帯する施設及

び設備）（８

／８） 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

８
／
８
）
 

第
６
－
１
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
炉
に
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

９
／
９
）
 

・記載の適正化 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能

 
維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 主 要 施 設 

照 明 設 備 

 
非
常
用
照
明

 
１
式

 
・
位
置
：
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋
内
他

 

・
種
類
：
常
／
非
常
灯
，
直
流
非
常
灯

 
照
明
機
能
 

商
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に

非
常
用
照
明
が
点
灯
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
各
エ
リ
ア
に

設
置
さ
れ
て
い
る
設
備

の
供
用
が
終
了
す
る
ま

で
 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 主 要 施 設 

照 明 設 備 
 

非
常
用
照
明

 
１
式

 
・
位
置
：
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋
内
他

 

・
種
類
：
常
／
非
常
灯
，
直
流
非
常
灯

 
照
明
機
能
 

商
用
電
源
が
喪
失
し
た
場
合
に

非
常
用
照
明
が
点
灯
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
各
エ
リ
ア
に

設
置
さ
れ
て
い
る
設
備

の
供
用
が
終
了
す
る
ま

で
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 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備） 

 

（新規） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

１
／
９
）
 

・性能維持施設に使用

済燃料輸送容器を追記 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
  

 
 

位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

核 燃 料 物 質 の 取 扱 施 設 及 び 貯 蔵 施 設 

核 燃 料 物 質 取 扱 設 備 

 

使
用
済
燃
料
輸
送
容

器
※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

臨
界
防
止
機
能
 

除
熱
機
能
 

密
封
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

使
用
済
燃
料
の
運
搬
及
び
放
射

線
障
害
の
防
止
に
影
響
す
る
よ

う
な
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態

で
あ
る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
の
構
内
輸

送
が
完
了
す
る
ま
で
 

※
１
：
３
号
及
び
４
号
炉
共
用

 

※
２
：
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
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43 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（１／７） 

 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

１
／
７
）

 

 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

２
／
９
）
 ・記載の適正化（液体

廃棄物の廃棄設備の性

能の見直し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

低 電 導 度 廃 液 系 

低
電
導
度
廃
液
収
集
槽

※
２
 

４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

ろ
過
器
供
給
タ
ン
ク

※
２
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

ろ
過
装
置

※
２

 
３
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

脱
塩
器

※
２

 
４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
ン
プ
ル
槽

※
２

 
４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

高 電 導 度 廃 液 系 

高
電
導
度
廃
液
収
集
タ

ン
ク

※
２

 
８
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

濃
縮
装
置

※
２
 

３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
廃
液
濃
縮
処
理
が
可

能
で
あ
る
こ
と
 

蒸
留
水
タ
ン
ク

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

脱
塩
器

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
ン
プ
ル
・
タ
ン
ク

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

貯
留
槽

※
２

 
３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能
 

性
能

 
維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 
低 電 導 度 廃 液 系 

低
電
導
度
廃
液
収
集
槽

※
２
 

４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

ろ
過
器
供
給
タ
ン
ク

※
２
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

ろ
過
装
置

※
２

 
３
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

脱
塩
器

※
２

 
４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
ン
プ
ル
槽

※
２

 
４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

高 電 導 度 廃 液 系 

高
電
導
度
廃
液
収
集
タ

ン
ク

※
２

 
８
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

濃
縮
装
置

※
２
 

３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

廃
液
濃
縮
処
理
が
可
能
で
あ
る

こ
と
 

蒸
留
水
タ
ン
ク

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

脱
塩
器

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
ン
プ
ル
・
タ
ン
ク

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

貯
留
槽

※
２

 
３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

44 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（２／７） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

２
／
７
）
 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

３
／
９
）
 ・記載の適正化（液体

廃棄物の廃棄設備の性

能の見直し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 
維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

洗 濯 廃 液 系 

収
集
タ
ン
ク

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

ろ
過
器

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

ろ
過
水
タ
ン
ク

※
２

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

濃
縮
装
置

※
２

 
１
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
廃
液
濃
縮
処
理
が
可

能
で
あ
る
こ
と
 

蒸
留
水
タ
ン
ク

※
２

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

脱
塩
器

※
２

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
ン
プ
ル
槽

※
２

 
３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

除 染 廃 液

系 

除
染
廃
液
収
集
タ
ン

ク
※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

シ ャ ワ ・ ド レ ン

系 

シ
ャ
ワ
・
ド
レ
ン
受

け
タ
ン
ク

※
１

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

シ
ャ
ワ
・
ド
レ
ン
収

集
槽

※
１

 
２
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

ろ
過
器

※
１

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 
維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

液 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

洗 濯 廃 液 系 
収
集
タ
ン
ク

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

ろ
過
器

※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

ろ
過
水
タ
ン
ク

※
２

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

濃
縮
装
置

※
２

 
１
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

廃
液
濃
縮
処
理
が
可
能
で
あ
る

こ
と
 

蒸
留
水
タ
ン
ク

※
２

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

脱
塩
器

※
２

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
ン
プ
ル
槽

※
２

 
３
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

除 染 廃 液

系 

除
染
廃
液
収
集
タ
ン

ク
※
２

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

シ ャ ワ ・ ド レ ン

系 

シ
ャ
ワ
・
ド
レ
ン
受

け
タ
ン
ク

※
１

 
１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

シ
ャ
ワ
・
ド
レ
ン
収

集
槽

※
１

 
２
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

ろ
過
器

※
１

 
２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

45 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（３／７） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

３
／
７
）
 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

４
／
９
）
 ・記載の適正化（固体

廃棄物の廃棄設備の性

能及び性能維持期間の

見直し） 

・性能維持施設に固体

廃棄物移送容器を追記 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

固 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

 
使
用
済
樹
脂
槽

※
２

 
６
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
貯
蔵
機

能
 

著
し
い
漏
え
い
又
は
そ
の
形
跡

が
な
く
，
亀
裂
，
変
形
等
有
意

な
欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ

と
 

放
射
性
固
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
沈
降

分
離
槽

※
２

 
６
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
復
水
浄
化
系
沈
降
分
離
槽

※
１

 
４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
濃
縮
廃
液
タ
ン
ク

※
２
 

６
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
濃
縮
洗
濯
廃
液
タ
ン
ク

※
２
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
サ
イ
ト
バ
ン
カ

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫

※
２
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

貯
蔵
し
て
い
る
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
が

完
了
す
る
ま
で
 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

 
固
化
装
置

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

雑
固
体
廃
棄
物
の
固
化
が
可
能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
固
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 
乾
燥
装
置

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

濃
縮
洗
濯
廃
液
の
乾
燥
が
可
能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 
雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

雑
固
体
廃
棄
物
の
焼
却
が
可
能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 性 廃 棄 物 の 廃 棄 施 設 

固 体 廃 棄 物 の 廃 棄 設 備 

 
使
用
済
樹
脂
槽

※
２

 
６
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
貯
蔵
機

能
 

内
包
す
る
物
質
が
漏
え
い
す
る

よ
う
な
亀
裂
，
変
形
等
有
意
な

欠
陥
が
な
い
状
態
で
あ
る
こ
と
 貯

蔵
し
て
い
る
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の
取
出
し

が
完
了
す
る
ま
で
 

 
原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
沈
降

分
離
槽

※
２

 
６
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
復
水
浄
化
系
沈
降
分
離
槽

※
１

 
４
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
濃
縮
廃
液
タ
ン
ク

※
２
 

６
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
濃
縮
洗
濯
廃
液
タ
ン
ク

※
２
 

２
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
サ
イ
ト
バ
ン
カ

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫

※
２
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

貯
蔵
し
て
い
る
放
射
性

固
体
廃
棄
物
の
廃
棄
が

完
了
す
る
ま
で
 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

 
固
化
装
置

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

雑
固
体
廃
棄
物
の
固
化
が
可
能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
固
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 
乾
燥
装
置

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

濃
縮
洗
濯
廃
液
の
乾
燥
が
可
能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 
雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

雑
固
体
廃
棄
物
の
焼
却
が
可
能

な
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 
固
体
廃
棄
物
移
送
容
器

※
２
 

１
基
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

使
用
済
制
御
棒
等
の
運
搬
及
び

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
よ
う
な
有
意
な
損
傷
が
な
い

状
態
で
あ
る
こ
と
 

使
用

済
制

御
棒

等
の

構

内
輸

送
が

完
了

す
る

ま

で
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

46 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（４／７） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

４
／
７
）
 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

５
／
９
）
 

・記載の適正化 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 線 管 理 施 設 

屋 内 管 理 用 の 主 要 な 設 備 

 
出
入
管
理
関
係
設
備

※
１
 

１
式
 

・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
，
廃
棄
物
処
理
建
屋

内
，
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
内
 

・
種
類
：
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
検

出
器
 

放
射
線
管
理
機
能
 

身
体
の
表
面
汚
染
を
測
定
で
き

る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

関
連
す
る
設
備
の
供
用

が
終
了
す
る
ま
で
 

 
試
料
分
析
関
係
設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
，
廃
棄
物
処
理
建
屋

内
，
事
務
建
屋
内
 

・
種
類
：
Ge

半
導
体
ス
ペ
ク
ト
ロ
メ
ー
タ
，
液
体

シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
，
α

/

β
線
自
動
測
定
装
置
 

放
射
線
監
視
機
能
 

放
射
能
測
定
が
で
き
る
状
態
で

あ
る
こ
と
 

 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
設
備
（
廃
棄
物

処
理
建
屋

※
１
内
，
サ
イ

ト
バ
ン
カ
建
屋

※
２
内
及

び
使
用
済
燃
料
輸
送
容

器
保
管
建
屋

※
２
内
）
 

１
０
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

線
量
当
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 
放
射
線
サ
ー
ベ
イ
機
器

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
円
筒
型
電
離
箱
（
密
封
式
），

3 H
e
比
例

計
数
管
，
Zn
S（

Ag
)シ

ン
チ
レ
ー
シ
ョ

ン
検
出
器
，
シ
リ
コ
ン
半
導
体
検
出

器
，
大
面
積
端
窓
形
有
機

GM
管
 

線
量
当
量
，
線
量
当
量
率
及
び

表
面
汚
染
が
測
定
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

 
個
人
管
理
用
測
定
設
備

及
び
測
定
機
器

※
２

 
１
式

 

・
位
置
：
事
務
建
屋
内
，
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
，
廃

棄
物
処
理
建
屋
内
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵

庫
内
 

・
種
類
：
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
検

出
器
，
シ
リ
コ
ン
半
導
体
検
出
器
 

個
人
の
内
部
被
ば
く
及
び
外
部

被
ば
く
線
量
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

 
放
射
線
計
測
器
の
較
正

設
備

※
１

 
１
式

 
・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
 

・
種
類
：
γ
線
照
射
装
置
 

放
射
線
計
測
器
の
較
正
が
で
き

る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 線 管 理 施 設 

屋 内 管 理 用 の 主 要 な 設 備 

 
出
入
管
理
関
係
設
備

※
１
 

１
式
 

・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
，
廃
棄
物
処
理
建
屋

内
，
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
内
 

・
種
類
：
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
検

出
器
 

放
射
線
管
理
機
能
 

身
体
の
表
面
汚
染
を
測
定
で
き

る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

関
連
す
る
設
備
の
供
用

が
終
了
す
る
ま
で
 

 
試
料
分
析
関
係
設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
，
廃
棄
物
処
理
建
屋

内
，
事
務
建
屋
内
 

・
種
類
：
Ge

半
導
体
ス
ペ
ク
ト
ロ
メ
ー
タ
，
液
体

シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
シ
ス
テ
ム
，
α
/

β
線
自
動
測
定
装
置
 

放
射
線
監
視
機
能
 

放
射
能
測
定
が
で
き
る
状
態
で

あ
る
こ
と
 

 

エ
リ
ア
放
射
線
モ
ニ
タ

リ
ン
グ
設
備
（
廃
棄
物

処
理
建
屋

※
１
内
，
サ
イ

ト
バ
ン
カ
建
屋

※
２
内
及

び
使
用
済
燃
料
輸
送
容

器
保
管
建
屋

※
２
内
）
 

１
０
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

線
量
当
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

 
放
射
線
サ
ー
ベ
イ
機
器

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
円
筒
型
電
離
箱
（
密
封
式
），

3 H
e
比
例

計
数
管
，

Zn
S（

Ag
)シ

ン
チ
レ
ー
シ
ョ

ン
検
出
器
，
シ
リ
コ
ン
半
導
体
検
出

器
，
大
面
積
端
窓
形
有
機

GM
管
 

線
量
当
量
，
線
量
当
量
率
及
び

表
面
汚
染
が
測
定
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

 
個
人
管
理
用
測
定
設
備

及
び
測
定
機
器

※
２

 
１
式

 

・
位
置
：
事
務
建
屋
内
，
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
，
廃

棄
物
処
理
建
屋
内
，
固
体
廃
棄
物
貯
蔵

庫
内
 

・
種
類
：
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
シ
ン
チ
レ
ー
シ
ョ
ン
検

出
器
，
シ
リ
コ
ン
半
導
体
検
出
器
 

個
人
の
内
部
被
ば
く
及
び
外
部

被
ば
く
線
量
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

 
放
射
線
計
測
器
の
較
正

設
備

※
１

 
１
式

 
・
位
置
：
サ
ー
ビ
ス
建
屋
内
 

・
種
類
：
γ
線
照
射
装
置
 

放
射
線
計
測
器
の
較
正
が
で
き

る
状
態
で
あ
る
こ
と
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47 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（５／７） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

５
／
７
）
 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

６
／
９
）
 

・記載の適正化 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 線 管 理 施 設 

屋 内 管 理 用 の  

主 要 な 設 備 

プ ロ セ ス 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 設 備 

廃
棄
物
処
理
補
機
冷
却

水
モ
ニ
タ

※
１

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
線
監
視
機
能
 

放
出
管
理
機
能
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測
定
で

き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 放

射
性
廃
棄
物
の
処
理

が
完
了
す
る
ま
で
 

屋 外 管 理 用 の 主 要 な 設 備 

液
体
廃
棄
物
処
理
系
排

水
モ
ニ
タ

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気

空
調
系
排
気
筒
モ
ニ
タ

※
２

 

２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

焼
却
設
備
排
ガ
ス
モ
ニ

タ
※
２

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
排

気
モ
ニ
タ

※
２

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 

固
定
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

空
間
線
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 す

べ
て
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

環
境
試
料
測
定
設
備

※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
物
質
濃
度
を
測
定
で
き

る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
能
観
測
車

※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

空
間
線
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

気
象
観
測
設
備

※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

風
向
及
び
風
速
，
降
雨
量
，
大

気
温
度
を
観
測
で
き
る
状
態
で

あ
る
こ
と
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

放 射 線 管 理 施 設 

屋 内 管 理 用 の  

主 要 な 設 備 

プ ロ セ ス 放 射 線 モ ニ タ リ ン グ 設 備 
廃
棄
物
処
理
補
機
冷
却

水
モ
ニ
タ

※
１

 
１
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
線
監
視
機
能
 

放
出
管
理
機
能
 

放
射
性
物
質
の
濃
度
を
測
定
で

き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 放

射
性
廃
棄
物
の
処
理

が
完
了
す
る
ま
で
 

屋 外 管 理 用 の 主 要 な 設 備 

液
体
廃
棄
物
処
理
系
排

水
モ
ニ
タ

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
液
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気

空
調
系
排
気
筒
モ
ニ
タ

※
２

 

２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

焼
却
設
備
排
ガ
ス
モ
ニ

タ
※
２

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
排

気
モ
ニ
タ

※
２

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

環 境 モ ニ タ リ ン グ 設 備 

固
定
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
設

備
※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

空
間
線
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

警
報
設
定
値
に
お
い
て
警
報
が

発
信
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 す

べ
て
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

環
境
試
料
測
定
設
備

※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
物
質
濃
度
を
測
定
で
き

る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
能
観
測
車

※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

空
間
線
量
率
を
測
定
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

気
象
観
測
設
備

※
２

 
１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

風
向
及
び
風
速
，
降
雨
量
，
大

気
温
度
を
観
測
で
き
る
状
態
で

あ
る
こ
と
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
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48 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（６／７） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

６
／
７
）
 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

７
／
９
）
 ・非常用ディーゼル発

電機の号炉間融通に関

する設計方針等の追記 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

非 常 用 電 源 設 備 

 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

※
２

 
１
台

 

・
位
置
：
２
号
炉
原
子
炉
建
屋
付
属
棟
内

 

・
種
類
：
横
軸
回
転
界
磁
三
相
交
流
同
期
発
電
機
 

・
容
量
：
7,
87
5
kV
A 

・
電
圧
：
6,
90
0
V 

・
周
波
数
：

50
H
z 

（
上
記
は
既
許
認
可
ど
お
り
）
 

 非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
１
台
当
た
り
の
設
備

容
量
は
約

6,
3
00
kW

で
あ
る
。
廃
止
措
置
期
間
中

に
性
能
を
維
持
す
る
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

２
台
は
，
第
６
－
３
表
に
示
す
１
号
，
２
号
，
３

号
及
び
４
号
炉
で
廃
止
措
置
期
間
中
に
外
部
電
源

が
喪
失
し
た
場
合
に
使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
に
貯
蔵

中
の
使
用
済
燃
料
を
冷
却
す
る
た
め
に
必
要
な
負

荷
に
対
し
て
，
十
分
な
容
量
を
確
保
で
き
る
設
計

と
す
る
。
 

 １
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
で
電
力
を
融
通

で
き
る
設
計
と
す
る
。
第
６
－
１
図
に
示
す
と
お

り
，
共
通
用
高
圧
母
線
（
１
号
及
び
２
号
炉
共

用
）
へ
接
続
す
る
こ
と
で
，
１
号
炉
の
非
常
用
高

圧
母
線
に
電
力
を
融
通
で
き
る
設
計
と
し
，
ま

た
，

66
kV

母
線
へ
送
電
し
て
共
通
用
高
圧
母
線

（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
）
へ
接
続
す
る
こ
と

で
，
３
号
及
び
４
号
炉
の
非
常
用
高
圧
母
線
に
電

力
を
融
通
で
き
る
設
計
と
す
る
。
 

電
源
供
給
機
能
 

（
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル

発
電
機
の
自
動
起
動
及

び
自
動
給
電
機
能
は
除

く
。
）
 

非
常
用
高
圧
母
線
に
接
続
し
て

い
る
性
能
維
持
施
設
へ
電
源
を

供
給
で
き
る
状
態
で
あ
る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
の
搬
出
が

完
了
す
る
ま
で
 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

非 常 用 電 源

設 備 

 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

※
２

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

電
源
供
給
機
能
 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

の
自
動
起
動
及
び
自
動

給
電
機
能
は
除
く
。
）
 

性
能
維
持
施
設
（
使
用
済
燃
料

の
冷
却
の
た
め
に
必
要
な
設
備

等
）
へ
電
源
を
供
給
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
の
搬
出
が

完
了
す
る
ま
で
 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

廃 棄 物 処 理 建 屋 換 気 空 調 系 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
給
気
フ
ァ
ン

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

換
気
機
能
 

給
気
フ
ァ
ン
及
び
排
気
フ
ァ
ン

の
運
転
に
異
常
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
排
気
フ
ァ
ン

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
給

気
フ

ィ
ル

タ
※
１

 

１
台

 
・
位
置
：
廃
棄
物
処
理
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
排

気
フ

ィ
ル

タ
※
１

 

１
台

 
・
位
置
：
廃
棄
物
処
理
建
屋
内
 

・
種
類
：
プ
レ
フ
ィ
ル
タ
，

HE
PA

フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気

空
調
系
排
気
筒

※
２

 
１
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

排
気
筒
以
外
か
ら
気
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物
を
放
出
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 

使
用
済
燃
料
輸
送
容
器

（
キ
ャ
ス
ク
）
保
管
建

屋
※
２

 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
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48 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（６／７）

（つづき） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

６
／
７
）
 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

８
／
９
）
 ・記載の適正化（換気

空調系の性能につい

て，フィルタを含めた

換気空調系としての性

能に見直し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 
廃 棄 物 処 理 建 屋 換 気 空 調 系 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
給
気
フ
ァ
ン

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

換
気
機
能
 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
換
気
が
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
排
気
フ
ァ
ン

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
給

気
フ

ィ
ル

タ
※
１

 

１
台

 
・
位
置
：
廃
棄
物
処
理
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
排

気
フ

ィ
ル

タ
※
１

 

１
台

 
・
位
置
：
廃
棄
物
処
理
建
屋
内
 

・
種
類
：
プ
レ
フ
ィ
ル
タ
，

HE
PA

フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気

空
調
系
排
気
筒

※
２

 
１
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

排
気
筒
以
外
か
ら
気
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物
を
放
出
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 

使
用
済
燃
料
輸
送
容
器

（
キ
ャ
ス
ク
）
保
管
建

屋
※
２

 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 原 子 炉 の 附 属 施 設 

非 常 用 電 源

設 備 

 
非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発

電
機

※
２

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

電
源
供
給
機
能
 

（
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機

の
自
動
起
動
及
び
自
動

給
電
機
能
は
除
く
。
）
 

性
能
維
持
施
設
（
使
用
済
燃
料

の
冷
却
の
た
め
に
必
要
な
設
備

等
）
へ
電
源
を
供
給
で
き
る
状

態
で
あ
る
こ
と
 

使
用
済
燃
料
の
搬
出
が

完
了
す
る
ま
で
 

そ の 他 の 主 要 な 事 項 

廃 棄 物 処 理 建 屋 換 気 空 調 系 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
給
気
フ
ァ
ン

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

換
気
機
能
 

給
気
フ
ァ
ン
及
び
排
気
フ
ァ
ン

の
運
転
に
異
常
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
排
気
フ
ァ
ン

※
１

 
２
台

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
給

気
フ

ィ
ル

タ
※
１

 

１
台

 
・
位
置
：
廃
棄
物
処
理
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
グ
フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄

物
処

理
室

換
気

空

調
系

 
排

気
フ

ィ
ル

タ
※
１

 

１
台

 
・
位
置
：
廃
棄
物
処
理
建
屋
内
 

・
種
類
：
プ
レ
フ
ィ
ル
タ
，

HE
PA

フ
ィ
ル
タ
 

廃
棄
物
処
理
建
屋
換
気

空
調
系
排
気
筒

※
２

 
１
基

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
廃
棄
物
処
理
機

能
 

排
気
筒
以
外
か
ら
気
体
状
の
放

射
性
廃
棄
物
を
放
出
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
性
気
体
廃
棄
物
の

処
理
が
完
了
す
る
ま
で
 

 

使
用
済
燃
料
輸
送
容
器

（
キ
ャ
ス
ク
）
保
管
建

屋
※
２

 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

管
理
区
域
を
解
除
す
る

ま
で
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49 六 

第６－２表 

性能維持施設

（３号及び４

号炉共用又は

１号，２号，

３号及び４号

炉共用として

付帯する施設

及び設備）

（７／７） 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

７
／
７
）
 

第
６
－
２
表
 
性
能
維
持
施
設
（
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
又
は
１
号
，
２
号
，
３
号
及
び
４
号
炉
共
用
と
し
て
付
帯
す
る
施
設
及
び
設
備
）（

９
／
９
）
 ・記載の適正化（換気

空調系の性能につい

て，フィルタを含めた

換気空調系としての性

能に見直し） 

施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 主 要 施 設 

建 物 及 び 構 築 物 

 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

※
１
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

 
サ
ー
ビ
ス
建
屋

※
１
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋

※
１
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

 

活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ

ー
ル
ド
ア
ッ
プ
装
置
建

屋
※
１
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋

※
２
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

発 電 所 補 助 系 

サ イ ト バ ン カ 建 屋 換 気 空 調 系  

給
気
フ
ァ
ン

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

換
気
機
能
 

給
気
フ
ァ
ン
及
び
排
気
フ
ァ
ン

の
運
転
に
異
常
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

排
気
フ
ァ
ン

※
２
 

２
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

給
気
フ
ィ
ル
タ

※
２
 

１
台
 

・
位
置
：
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ
 

排
気
フ
ィ
ル
タ

※
２
 

２
台
 

・
位
置
：
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ
 

消 火 系 

消
火
栓
設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
屋
内
消
火
栓
設
備
，
 

屋
外
消
火
栓
設
備
 

消
火
機
能
 

消
火
栓

か
ら

放
水

で
き

る
状

態

で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
各
エ
リ
ア
に

設
置
さ
れ
て
い
る
設
備

の
供
用
が
終
了
す
る
ま

で
 

 施
設

区
分
 

設
備
等

の
区
分
 

 
 

 
位
置
，
構
造
及
び
設
備
 

機
能

 
性

能
 

維
持
期
間
 

 
設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
台
数
 

 

そ の 他 主 要 施 設 

建 物 及 び 構 築 物 

 
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
建
屋

※
１
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

放
射
性
物
質
漏
え
い
防

止
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

放
射
性
物
質
が
漏
え
い
す
る
亀

裂
，
変
形
等
有
意
な
欠
陥
が
な

い
状
態
で
あ
る
こ
と
 

放
射
線
障
害
の
防
止
に
影
響
す

る
有
意
な
損
傷
が
な
い
状
態
で

あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
管
理
区
域
を

解
除
す
る
ま
で
 

 
サ
ー
ビ
ス
建
屋

※
１
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

 
廃
棄
物
処
理
建
屋

※
１
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

 

活
性
炭
式
希
ガ
ス
・
ホ

ー
ル
ド
ア
ッ
プ
装
置
建

屋
※
１
 

１
式
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

 
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋

※
２
 

１
式

 
既
許
認
可
ど
お
り
 

発 電 所 補 助 系 

サ イ ト バ ン カ 建 屋 換 気 空 調 系 

給
気
フ
ァ
ン

※
２
 

１
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

換
気
機
能
 

放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め

に
必
要
な
換
気
が
で
き
る
状
態

で
あ
る
こ
と
 

排
気
フ
ァ
ン

※
２
 

２
台
 

既
許
認
可
ど
お
り
 

給
気
フ
ィ
ル
タ

※
２
 

１
台
 

・
位
置
：
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ
 

排
気
フ
ィ
ル
タ

※
２
 

２
台
 

・
位
置
：
サ
イ
ト
バ
ン
カ
建
屋
内
 

・
種
類
：
バ
グ
タ
イ
プ
フ
ィ
ル
タ
 

消 火 系 

消
火
栓
設
備

※
２
 

１
式
 

・
位
置
：
原
子
炉
建
屋
内
他
 

・
種
類
：
屋
内
消
火
栓
設
備
，
 

屋
外
消
火
栓
設
備
 

消
火
機
能
 

消
火
栓

か
ら

放
水

で
き

る
状

態

で
あ
る
こ
と
 

各
建
屋
の
各
エ
リ
ア
に

設
置
さ
れ
て
い
る
設
備

の
供
用
が
終
了
す
る
ま

で
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

 六 

第６－３表 

廃止措置期間

中における非

常用ディーゼ

ル発電機の負

荷（１／４） 

（新規） 第６－３表 廃止措置期間中における非常用ディーゼル発電機の

負荷（１／４） 

 

１号炉 負荷名称 
負荷容量

[kW] 

燃料プール補給水系 

燃料プール補給水ポンプ 
61.2 

燃料プール冷却浄化系 

ポンプ 
77.8 

原子炉補機冷却系 

第一中間ループ循環ポンプ 
122.3 

原子炉補機冷却系 

第二中間ループ循環ポンプ 
283.4 

原子炉補機冷却系 

海水ポンプ 
227.8 

残留熱除去機器冷却系 

海水ポンプ 
322.3 

非常用ディーゼル発電設備冷却系 

中間ループ循環ポンプ 
144.5 

中央制御室換気空調系 

（空気調和機など） 
275.3 

１・２号ページング装置電源 17.0 

非常用照明（片系） 111.2 

125V充電器 1A 87.6 

125V充電器 1B 35.5 

プラントバイタル CVCF 36.0 

中央制御室計測用変圧器 1A 41.3 

中央制御室計測用変圧器 1B 41.3 

計測用主変圧器 41.3 

合計 1,925.8 
 

・非常用ディーゼル発

電機の号炉間融通に関

する設計方針等の追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

 六 

第６－３表 

廃止措置期間

中における非

常用ディーゼ

ル発電機の負

荷（２／４） 

（新規） 第６－３表 廃止措置期間中における非常用ディーゼル発電機の

負荷（２／４） 

 

２号炉 負荷名称 
負荷容量

[kW] 

燃料プール補給水系 

燃料プール補給水ポンプ 
26.0 

燃料プール冷却浄化系 

ポンプ 
88.0 

原子炉補機冷却系 

第二中間ループ循環ポンプ 
351.0 

原子炉補機冷却系 

海水ポンプ 
386.0 

残留熱除去機器冷却系 

海水ポンプ 
316.0 

非常用ディーゼル発電設備冷却系 

中間ループ循環ポンプ 
129.0 

中央制御室換気空調系 

（空気調和機など） 
199.0 

１・２号 PHSリモート装置電源 22.0 

非常用照明（片系） 80.0 

125V充電器 2A 99.0 

125V充電器 2B 48.0 

プラントバイタル CVCF 38.0 

中央制御室計測用変圧器 2A 54.0 

中央制御室計測用変圧器 2B 54.0 

計測用主変圧器 54.0 

合計 1,944.0 
 

・非常用ディーゼル発

電機の号炉間融通に関

する設計方針等の追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

 六 

第６－３表 

廃止措置期間

中における非

常用ディーゼ

ル発電機の負

荷（３／４） 

（新規） 第６－３表 廃止措置期間中における非常用ディーゼル発電機の

負荷（３／４） 

 

３号炉 負荷名称 
負荷容量

[kW] 

燃料プール補給水系 

燃料プール補給水ポンプ 
16.7 

燃料プール冷却浄化系 

ポンプ 
77.8 

原子炉補機冷却系 

第二中間ループ循環ポンプ 
421.1 

原子炉補機冷却系 

海水ポンプ 
322.3 

残留熱除去機器冷却系 

海水ポンプ 
322.3 

非常用ディーゼル発電設備冷却系 

中間ループ循環ポンプ 
116.7 

中央制御室換気空調系 

（空気調和機など） 
379.9 

FPCポンプ室空調機 8.4 

３・４号ページング装置電源 24.0 

３・４号 PHSリモート装置電源 22.0 

非常用照明（片系） 111.2 

125V充電器 3A 90.7 

125V充電器 3B 40.0 

プラントバイタル CVCF 34.0 

中央制御室計測用変圧器 3A 41.3 

中央制御室計測用変圧器 3B 41.3 

計測用主変圧器 41.3 

合計 2,111.0 
 

・非常用ディーゼル発

電機の号炉間融通に関

する設計方針等の追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

 六 

第６－３表 

廃止措置期間

中における非

常用ディーゼ

ル発電機の負

荷（４／４） 

（新規） 第６－３表 廃止措置期間中における非常用ディーゼル発電機の

負荷（４／４） 

 

４号炉 負荷名称 
負荷容量

[kW] 

燃料プール補給水系 

燃料プール補給水ポンプ 
18.0 

燃料プール冷却浄化系 

ポンプ 
88.0 

原子炉補機冷却系 

第二中間ループ循環ポンプ 
410.0 

原子炉補機冷却系 

海水ポンプ 
410.0 

残留熱除去機器冷却系 

海水ポンプ 
293.0 

非常用ディーゼル発電設備冷却系 

中間ループ循環ポンプ 
155.0 

中央制御室換気空調系 

（空気調和機など） 
259.0 

FPCポンプ室空調機 0.9 

非常用照明（片系） 117.0 

125V充電器 4A 99.0 

125V充電器 4B 48.0 

プラントバイタル CVCF 45.0 

中央制御室計測用変圧器 4A 54.0 

中央制御室計測用変圧器 4B 54.0 

計測用主変圧器 54.0 

合計 2,104.9 
 

・非常用ディーゼル発

電機の号炉間融通に関

する設計方針等の追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

 六 

第６－１図 

非常用ディー

ゼル発電機か

ら各号炉へ電

源を供給する

際の電路 

（新規） 

 

第６－１図 非常用ディーゼル発電機から各号炉へ電源を供給する際の電路 

・非常用ディーゼル発

電機の号炉間融通に関

する設計方針等の追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

51 八 

2.核燃料物質

の管理 

2.核燃料物質の管理 

３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プー

ル）に貯蔵中の使用済燃料は，譲渡しまでの期間，３号炉原子炉

建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）に貯蔵する。

１号，２号及び４号炉原子炉建屋（家）原子炉棟内へ運搬し，一

時的に同建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）（１

号，２号，３号及び４号炉共用）に貯蔵する場合は，必要に応じ

て廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。３号炉原子炉建屋

内における使用済燃料の取扱い及び貯蔵は，核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設で行うとともに，安全確保のために必要な燃料取

扱，臨界防止，冷却浄化等の機能及び性能を有する設備を維持管

理する。１号，２号及び４号炉原子炉建屋（家）原子炉棟内の使

用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）（１号，２号，３号及び

４号炉共用）に運搬した使用済燃料は，各号炉にて管理を行う。

また，３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プ

ール）にて管理している使用済燃料の全てを搬出した場合は，３

号炉のすべての使用済燃料は３号炉の廃止措置対象施設から搬

出されたものとする。なお，廃止措置に万全を期すため，将来廃

止措置のために導入する予定の使用済燃料乾式貯蔵施設につい

ては，導入する前に廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

 

 

2.核燃料物質の管理 

３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プー

ル）に貯蔵中の使用済燃料は，譲渡しまでの期間，３号炉原子炉

建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）に貯蔵する。 

 

 

 

３号炉原子炉建屋

内における使用済燃料の取扱い及び貯蔵は，核燃料物質の取扱施

設及び貯蔵施設で行うとともに，安全確保のために必要な燃料取

扱，臨界防止，冷却浄化等の機能及び性能を有する設備を維持管

理する。 

 

 

また，３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プ

ール）にて管理している使用済燃料の全てを搬出した場合は，３

号炉のすべての使用済燃料は３号炉の廃止措置対象施設から搬

出されたものとする。なお，廃止措置に万全を期すため，将来廃

止措置のために導入する予定の使用済燃料乾式貯蔵施設につい

ては，導入する前に廃止措置計画に反映し変更の認可を受ける。 

 

 

 

 

・号炉間輸送の記載を削

除（解体工事準備期間中

には号炉間輸送を計画し

ていないことを明確化） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

52 

53 

八 

3.核燃料物質

の譲渡し 

3.核燃料物質の譲渡し 

使用済燃料は，３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使

用済燃料プール）から直接，又は１号，２号及び４号炉原子炉建

屋（家）原子炉棟内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）

（１号，２号，３号及び４号炉共用）を経由し，使用済燃料輸送

容器を使用して，廃止措置終了までに再処理施設へ全量搬出し，

再処理事業者に譲り渡す。 

新燃料は，原子炉本体等解体撤去期間の開始までに加工施設等

へ全量搬出し，加工事業者等 に譲り渡す。なお，３号炉原子炉

建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）に貯蔵してい

る新燃料は，加工施設等の受入基準を満足するように,必要に応

じて気中で燃料棒の引抜き，除染及び燃料集合体形状への再組立

てを行う等の措置を講じる。その後，必要に応じて新燃料貯蔵庫

に一時的に貯蔵し，譲り渡す。新燃料の除染作業に当たっては，

燃料棒を安全に取り扱うために専用の作業台を使用し，燃料棒の

変形及び損傷を防止するとともに，取り扱う数量を燃料集合体１

体のみ，かつその１体分の燃料棒のみに限定し，臨界を防止する。 

使用済燃料及び新燃料の譲渡しにおける取扱いは，核燃料物質

取扱設備で取り扱うとともに，安全確保のために必要な燃料取扱

機能，臨界防止機能及び燃料落下防止機能並びにこれらの性能を

有する設備を維持管理する。また，使用済燃料及び新燃料の譲渡

しにおける取扱い及び運搬は，関係法令及び関係告示に基づき適

切に実施するとともに，保安のために必要な措置を保安規定に定

めて実施する。 

3.核燃料物質の譲渡し 

使用済燃料は，３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使

用済燃料プール）から 

 

使用済燃料輸送

容器を使用して，廃止措置終了までに再処理施設へ全量搬出し，

再処理事業者に譲り渡す。 

新燃料は，原子炉本体等解体撤去期間の開始までに加工施設等

へ全量搬出し，加工事業者等※１に譲り渡す。なお，３号炉原子炉

建屋内の使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）に貯蔵してい

る新燃料は，加工施設等の受入基準を満足するように,必要に応

じて気中で燃料棒の引抜き，除染及び燃料集合体形状への再組立

てを行う等の措置を講じる。その後，必要に応じて新燃料貯蔵庫

に一時的に貯蔵し，譲り渡す。新燃料の除染作業に当たっては，

燃料棒を安全に取り扱うために専用の作業台を使用し，燃料棒の

変形及び損傷を防止するとともに，取り扱う数量を燃料集合体１

体のみ，かつその１体分の燃料棒のみに限定し，臨界を防止する。 

使用済燃料及び新燃料の譲渡しにおける取扱いは，核燃料物質

取扱設備で取り扱うとともに，安全確保のために必要な燃料取扱

機能，臨界防止機能及び燃料落下防止機能並びにこれらの性能を

有する設備を維持管理する。また，使用済燃料及び新燃料の譲渡

しにおける取扱い及び運搬は，関係法令及び関係告示に基づき適

切に実施するとともに，保安のために必要な措置を保安規定に定

めて実施する。 

 

※１：加工事業者等とは，国内の加工事業者のほか，我が国が原 

子力の平和利用に関する協力のための協定を締結してい 

る国の加工事業者を示す。 

 

 

・号炉間輸送の記載を削

除（解体工事準備期間中

には号炉間輸送を計画し

ていないことを明確化） 

 

 

・加工事業者等の「等」を

明確化 
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63 十 

2.1.2. 廃止措

置期間中に発

生する放射性

液体廃棄物の

種類及び数量 

2.1.2.廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類及び 

数量 

（1）解体工事準備期間中 

 解体工事準備期間中に３号炉から発生する放射性液体廃棄物

の種類としては，除染，施設の維持管理等により発生する機器

ドレン廃液，床ドレン廃液等の原子炉運転中と同様な廃棄物が

想定される。 

解体工事準備期間中は，原子炉の運転を終了していること，原

子炉の運転を停止してから長時間が経過していること，放射性物

質によって汚染された区域の解体工事を行わず，原子炉運転中の

施設定期検査時と同等の状態が継続すること，放射性液体廃棄物

の管理に必要な放射性廃棄物処理機能，放出管理機能及び性能を

有する設備を維持管理すること， 

 

３号炉の復水器冷却水放水口における

放射性物質の年間平均濃度が運転中と同等となるよう運転終了

に伴う復水器冷却水流量の減少を考慮した放出管理目標値を設

定し管理することから，放射性液体廃棄物の放出量は，原子炉設

置許可申請書に記載の推定放出量を超えないと評価できる。 

 

 

2.1.2.廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物の種類及び 

数量 

（1）解体工事準備期間中 

 解体工事準備期間中に３号炉から発生する放射性液体廃棄物

の種類としては，除染，施設の維持管理等により発生する機器

ドレン廃液，床ドレン廃液等の原子炉運転中と同様な廃棄物が

想定される。 

解体工事準備期間中は，原子炉の運転を終了していること，原

子炉の運転を停止してから長時間が経過していること，放射性物

質によって汚染された区域の解体工事を行わず，原子炉運転中の

施設定期検査時と同等の状態が継続すること，放射性液体廃棄物

の管理に必要な放射性廃棄物処理機能，放出管理機能及び性能を

有する設備を維持管理すること，放射性液体廃棄物中の核種構成

については，原子炉停止後の減衰を考慮し，短半減期核種を除外

した核種構成とすること，３号炉の復水器冷却水放水口における

放射性物質の年間平均濃度が運転中と同等となるよう運転終了

に伴う復水器冷却水流量の減少を考慮した放出管理目標値を設

定し管理することから，放射性液体廃棄物の放出量は，原子炉設

置許可申請書に記載の推定放出量を超えないと評価できる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放射性液体廃棄物の放

出量を現実的な評価に見

直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

70 十 

第１０－２

表  解体工

事準備期間

中における

放射性液体

廃棄物の放

出管理目標

値 

第１０－２表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄物の放

出管理目標値 

（単位：Bq/y） 

項目 放出管理目標値※１ 

放射性液体廃棄物 

（3Hを除く。） 
1.4×109 

 

 

第１０－２表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄物の放

出管理目標値 

（単位：Bq/y） 

項目 放出管理目標値※１ 

放射性液体廃棄物 

（3Hを除く。） 
1.2×109 

 

 

 

 

 

 

・放射性液体廃棄物

の放出量を現実的な

評価に見直し 
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頁 補正箇所 補正前 理由 

74 十 

第１０－２

図  解体工

事準備期間

中の放射性

液体廃棄物

の処理処分

フロー 

 
 

第１０－２図 解体工事準備期間中の放射性液体廃棄物の処理処分フロー 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正後 理由 

74 十 

第１０－２

図  解体工

事準備期間

中の放射性

液体廃棄物

の処理処分

フロー 

 
 

第１０－２図 解体工事準備期間中の放射性液体廃棄物の処理処分フロー 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正前 理由 

75 十 

第１０－３

図 解体工

事準備期間

中の放射性

固体廃棄物

の処理フロ

ー（１／２） 

 
 

第１０－３図 解体工事準備期間中の放射性固体廃棄物の処理フロー（１／２） 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正後 理由 

75 十 

第１０－３

図 解体工

事準備期間

中の放射性

固体廃棄物

の処理フロ

ー（１／２） 

 
 

第１０－３図 解体工事準備期間中の放射性固体廃棄物の処理フロー（１／２） 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正前 理由 

76 十 

第１０－３

図 解体工

事準備期間

中の放射性

固体廃棄物

の処理フロ

ー（２／２） 

 
 

 

第１０－３図 解体工事準備期間中の放射性固体廃棄物の処理フロー（２／２） 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正後 理由 

76 十 

第１０－３

図 解体工

事準備期間

中の放射性

固体廃棄物

の処理フロ

ー（２／２） 

 

 
 

第１０－３図 解体工事準備期間中の放射性固体廃棄物の処理フロー（２／２） 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正前 理由 

2－2 添付書類二 

第２－１－

１図 廃止

措置対象施

設の敷地に

係る図面及

び廃止措置

に係る工事

作業区域図 

第２－１－１図 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

・図の明瞭化，廃止措

置に係る工事作業区

域変更 
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頁 補正箇所 補正後 理由 

2－2 添付書類二 

第２－１－

１図 廃止

措置対象施

設の敷地に

係る図面及

び廃止措置

に係る工事

作業区域図 

第２－１－１図 廃止措置対象施設の敷地に係る図面及び廃止措置に係る工事作業区域図 

・図の明瞭化，廃止措

置に係る工事作業区

域変更 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－12 添付書類三 

2.2.1. 解体工

事準備期間中 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

a.放射性液体廃棄物の推定放出量 

(a)海水中における放射性物質の濃度 

福島第二原子力発電所では，放射性液体廃棄物の放出管理目標

値を１号，２号，３号及び４号炉の合計（トリチウムを除く。）

で1.4×1011Bq/yに設定して放出管理している。 

「原子炉設置許可申請書 添付書類九」では，放射性液体廃棄

物中に含まれる放射性物質に起因する実効線量の計算に用いる

海水中における放射性物質の濃度は，復水器冷却水放水口の濃度

と同じになるとして，放射性物質の年間放出量を年間の復水器冷

却水量で除して計算している。計算に当たっては，年間放出量（ト

リチウムを除く。）は，液体廃棄物処理系の放射性物質濃度並び

に先行炉の運転実績及び設計運転条件を基に推定した発生量及

び環境放出量から液体廃棄物処理系の運用の変動を考慮して，１

号，２号，３号及び４号炉ともに3.7×1010Bq/yとし，復水器冷却

水量は，原子炉１基当たり約1.9×109m3/yとしている。 

海水中における放射性物質の年間平均濃度を第３－２－３表

に示す。 

 

 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

a.放射性液体廃棄物の推定放出量 

(a)海水中における放射性物質の濃度 

福島第二原子力発電所では，放射性液体廃棄物の放出管理目標

値を１号，２号，３号及び４号炉の合計（トリチウムを除く。）

で1.4×1011Bq/yに設定して放出管理している。 

「原子炉設置許可申請書 添付書類九」では，放射性液体廃棄

物中に含まれる放射性物質に起因する実効線量の計算に用いる

海水中における放射性物質の濃度は，復水器冷却水放水口の濃度

と同じになるとして，放射性物質の年間放出量を年間の復水器冷

却水量で除して計算している。計算に当たっては，年間放出量（ト

リチウムを除く。）は，液体廃棄物処理系の放射性物質濃度並び

に先行炉の運転実績及び設計運転条件を基に推定した発生量及

び環境放出量から液体廃棄物処理系の運用の変動を考慮して，１

号，２号，３号及び４号炉ともに3.7×1010Bq/yとし，復水器冷却

水量は，原子炉１基当たり約1.9×109m3/yとしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（放射性

液体廃棄物の放出量を現

実的な評価に見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－13 添付書類三 

2.2.1. 解体工

事準備期間中 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

a.放射性液体廃棄物の推定放出量 

(b)解体工事準備期間中における放出管理目標値 

原子炉運転中においては，実効線量の計算に用いる海水中にお

ける放射性物質の濃度は，循環水ポンプ３台運転，稼働率80％の

場合の冷却水量を基に計算している。 

今後，３号炉復水器冷却水放水口から放出する際は，３号炉の

復水器冷却水を停止することから，評価上は補機冷却海水系ポン

プ１台運転を想定する。 

今後も，実効線量の計算に用いる海水中における放射性物質の

濃度を１号炉から発生する放射性液体廃棄物の放出を考慮して

も原子炉運転中と同等に維持するように，３号炉からの放出量を

減少させる。 

 

 

 

以上より，解体工事準備期間中における１号，２号，３号及び

４号炉の                     放射性

液体廃棄物の年間放出量を         第３－２－４表

に示す。 

したがって，第３－２－５表に示すとおり，放射性液体廃棄物

の放出管理目標値（トリチウムを除く。）を１号，２号，３号及

び４号炉合計で1.4×109Bq/yに変更する。 

 

 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

a.放射性液体廃棄物の推定放出量 

(b)解体工事準備期間中における放出管理目標値 

原子炉運転中においては，実効線量の計算に用いる海水中にお

ける放射性物質の濃度は，循環水ポンプ３台運転，稼働率80％の

場合の冷却水量を基に計算している。 

今後，３号炉復水器冷却水放水口から放出する際は，３号炉の

復水器冷却水を停止することから，評価上は補機冷却海水系ポン

プ１台運転を想定する。 

今後も，実効線量の計算に用いる海水中における放射性物質の

濃度を１号炉から発生する放射性液体廃棄物の放出を考慮して

も原子炉運転中と同等に維持するように，３号炉からの放出量を

減少させる。また，放射性液体廃棄物中の核種構成については，

原子炉停止後の減衰を考慮し，短半減期核種を除外した核種構成

とする。 

 

以上より，解体工事準備期間中における１号，２号，３号及び

４号炉の海水中における放射性物質の年間平均濃度及び放射性

液体廃棄物の年間放出量を第３－２－３表及び第３－２－４表

に示す。 

したがって，第３－２－５表に示すとおり，放射性液体廃棄物

の放出管理目標値（トリチウムを除く。）を１号，２号，３号及

び４号炉合計で1.2×109Bq/yに変更する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・放射性液体廃棄物の放

出量を現実的な評価に見

直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－17 添付書類三 

2.2.1. 解体工

事準備期間中 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

c.実効線量の評価結果 

放出管理目標値に相当する放射性物質を管理放出する場合の

実効線量の評価結果は， 

 

海水中における放射性物質の濃度を３号炉原子炉運転中と同等

に維持するため，「原子炉設置許可申請書 添付書類九」に記載

の値と同等となり，１号，２号，３号及び４号炉による放射性液

体廃棄物中に含まれる放射性物質（よう素を除く。）による実効

線量は，約4.3μSv/yとなる。また，１号，２号，３号及び４号

炉による放射性液体廃棄物中に含まれるよう素による実効線量

計算結果を第３－２－９表に示す。これによれば，海藻類を摂取

する場合，成人で約0.007μSv/y，幼児で約0.02μSv/y，乳児で

約0.03μSv/y，海藻類を摂取しない場合は，成人で約0.007μ

Sv/y，幼児で約0.02μSv/y，乳児で約0.01μSv/yとなる。 

 

 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(2)放射性液体廃棄物の放出による被ばく 

c.実効線量の評価結果 

放出管理目標値に相当する放射性物質を管理放出する場合の

実効線量の評価結果は，原子炉停止後の減衰を考慮し，短半減期

核種を除外した核種構成とすること，その他の核種については，

海水中における放射性物質の濃度を３号炉原子炉運転中と同等

に維持するため， 

１号，２号，３号及び４号炉による放射性液

体廃棄物中に含まれる放射性物質（よう素を除く。）による実効

線量は，約 2.6μSv/yとなる。また，１号，２号，３号及び４号

炉による放射性液体廃棄物中に含まれるよう素による実効線量

計算結果は第３－２－９表に示すとおり，無視できる。 

 

 

 

 

・放射性液体廃棄物の放

出量を現実的な評価に見

直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－17 

3－18 

添付書類三 

2.2.1. 解体

工事準備期間

中 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(3)放射性固体廃棄物からの直接線量及びスカイシャイン線量 

３号   炉運転時における福島第二原子力発

電所からの直接線量及びスカイシャイン線量による空気カーマ

は，人の居住する可能性のある敷地境界外において年間50μGyを

下回る。 

解体工事準備期間中は，      ３号    炉内におい

て放射性物質によって汚染された区域の解体工事を行わず原子

炉運転中の施設定期検査時と同等の状態が継続する。また，既存

の建物及び構築物等を維持する。 

３号   炉運転中の直接線及びスカイシャイ

ン線に主に寄与するタービン建屋   からの線量は，主蒸気中

に含まれる窒素（N-16）を線源としている。 

３号    炉は，運転を停止してから長期間が

経過していること，窒素（N-16）の半減期は約７秒であることか

ら，タービン建屋   からの線量は無視できる。 

また，解体工事準備期間中に発生する放射性固体廃棄物は，固

体廃棄物貯蔵庫等の貯蔵容量を超えないように貯蔵保管すると

ともに，安全確保のために必要な機能及び性能を維持することか

ら，      ３号    炉運転時における直接線及びスカ

イシャイン線の評価結果を超えることはない。 

したがって，解体工事準備期間における福島第二原子力発電所

からの直接線量及びスカイシャイン線量による空気カーマは， 

３号    炉運転時と同様に，人の居住する可能性

のある敷地境界外において年間50μGyを下回る。 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(3)放射性固体廃棄物からの直接線量及びスカイシャイン線量 

１号，２号，３号及び４号炉運転時における福島第二原子力発

電所からの直接線量及びスカイシャイン線量による空気カーマ

は，人の居住する可能性のある敷地境界外において年間50μGyを

下回る。 

解体工事準備期間中は，１号，２号，３号及び４号炉内におい

て放射性物質によって汚染された区域の解体工事を行わず原子

炉運転中の施設定期検査時と同等の状態が継続する。また，既存

の建物及び構築物等を維持する。 

１号，２号，３号及び４号炉運転中の直接線及びスカイシャイ

ン線に主に寄与するタービン建屋（家）からの線量は，主蒸気中

に含まれる窒素（N-16）を線源としている。 

１号，２号，３号及び４号炉は，運転を停止してから長期間が

経過していること，窒素（N-16）の半減期は約７秒であることか

ら，タービン建屋（家）からの線量は無視できる。 

また，解体工事準備期間中に発生する放射性固体廃棄物は，固

体廃棄物貯蔵庫等の貯蔵容量を超えないように貯蔵保管すると

ともに，安全確保のために必要な機能及び性能を維持することか

ら，１号，２号，３号及び４号炉運転時における直接線及びスカ

イシャイン線の評価結果を超えることはない。 

したがって，解体工事準備期間における福島第二原子力発電所

からの直接線量及びスカイシャイン線量による空気カーマは，１

号，２号，３号及び４号炉運転時と同様に，人の居住する可能性

のある敷地境界外において年間50μGyを下回る。 

 

 

 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－18 添付書類三 

2.2.1. 解体工

事準備期間中 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(4)被ばく評価のまとめ 

敷地境界外における１号，２号，３号及び４号炉からの放射性

気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量並びに放射性気体

廃棄物中に含まれるよう素の吸入摂取，葉菜摂取及び牛乳摂取に

よる実効線量は，無視できる。また， 

放射性液体廃棄物中の放射性物質（よう素を除く。）によ

る実効線量並びに放射性液体廃棄物中に含まれるよう素を摂取

する場合の実効線量は，第３－２－１０表に示すとおり，それぞ

れ約4.3μSv/y及び約0.03μSv/yとなり，合計約4.3μSv/yであ

る。この値は，「線量目標値指針」に示される線量目標値50μSv/y

を下回る。 

また，福島第二原子力発電所の発電用原子炉施設からの直接線

量及びスカイシャイン線量による空気カーマは，「一般公衆線量

評価」に示される年間50μGy程度を下回る。 

 

 

 

2.2.1. 解体工事準備期間中 

(4)被ばく評価のまとめ 

敷地境界外における１号，２号，３号及び４号炉からの放射性

気体廃棄物中の希ガスのγ線による実効線量並びに放射性気体

廃棄物中に含まれるよう素の吸入摂取，葉菜摂取及び牛乳摂取に

よる実効線量は，無視できる。また，第３－２－１０表に示すと

おり，放射性液体廃棄物中の放射性物質（よう素を除く。）によ

る実効線量は約2.6μSv/yとなり，放射性液体廃棄物中に含まれ

るよう素を摂取する場合の実効線量は無視できることから，                         

合計約 2.6μ Sv/yであ

る。この値は，「線量目標値指針」に示される線量目標値50μSv/y

を下回る。 

また，福島第二原子力発電所の発電用原子炉施設からの直接線

量及びスカイシャイン線量による空気カーマは，「一般公衆線量

評価」に示される年間 50μGy程度を下回る。 

 

 

 

 

・放射性液体廃棄物の放

出量を現実的な評価に見

直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－22 添付書類三 

第３－２－３

表 海水中に

おける放射性

物質の年間平

均濃度 

第３－２－３表 海水中における放射性物質の年間平均濃度 

（単位：Bq/cm3） 

核種 年間平均濃度 

51Cr 約3.9×10－7 

54Mn 約7.8×10－6 

59Fe 約1.4×10－6 

58Co 約5.8×10－7 

60Co 約5.8×10－6 

89Sr 約3.9×10－7 

90Sr 約1.9×10－7 

131I 約3.9×10－7 

134Cs 約9.7×10－7 

137Cs 約1.6×10－6 

3H 約2.0×10－3 
 

第３－２－３表 海水中における放射性物質の年間平均濃度 

（単位：Bq/cm3） 

核種 
年間平均濃度 

１号炉 ２号炉 ３号炉 ４号炉 

51Cr － ～０ ～０ ～０ 

54Mn － 約7.8×10－6 約7.8×10－6 約7.8×10－6 

59Fe － ～０ ～０ ～０ 

58Co － ～０ ～０ ～０ 

60Co － 約5.8×10－6 約5.8×10－6 約5.8×10－6 

89Sr － ～０ ～０ ～０ 

90Sr － 約1.9×10－7 約1.9×10－7 約1.9×10－7 

131I － ～０ ～０ ～０ 

134Cs － 約9.7×10－7 約9.7×10－7 約9.7×10－7 

137Cs － 約1.6×10－6 約1.6×10－6 約1.6×10－6 

3H － 約2.0×10－3 約2.0×10－3 約2.0×10－3 
 

・放射性液体廃棄物の放

出量を現実的な評価に見

直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－23 添付書類三 

第３－２－４

表  解体工事

準備期間中に

おける放射性

液体廃棄物の

年間放出量 

第３－２－４表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄

物の年間放出量 

（単位：Bq/y） 

核 種 １号炉※１ ２号炉 ３号炉 ４号炉 
51Cr 7.2×106 7.2×106 7.2×106 7.2×106 
54Mn 1.4×108 1.4×108 1.4×108 1.4×108 
59Fe 2.5×107 2.5×107 2.5×107 2.5×107 
58Co 1.1×107 1.1×107 1.1×107 1.1×107 
60Co 1.1×108 1.1×108 1.1×108 1.1×108 
89Sr 7.2×106 7.2×106 7.2×106 7.2×106 
90Sr 3.6×106 3.6×106 3.6×106 3.6×106 
131I 7.2×106 7.2×106 7.2×106 7.2×106 
134Cs 1.8×107 1.8×107 1.8×107 1.8×107 
137Cs 2.9×107 2.9×107 2.9×107 2.9×107 

放出量合計 

（3Hを除く。） 
3.6×108 3.6×108 3.6×108 3.6×108 

3H 3.6×1010 3.6×1010 3.6×1010 3.6×1010 
 

第３－２－４表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄

物の年間放出量 

（単位：Bq/y） 

核 種 １号炉※１ ２号炉 ３号炉 ４号炉 
51Cr ～０ ～０ ～０ ～０ 
54Mn 1.4×108 1.4×108 1.4×108 1.4×108 
59Fe ～０ ～０ ～０ ～０ 
58Co ～０ ～０ ～０ ～０ 
60Co 1.1×108 1.1×108 1.1×108 1.1×108 
89Sr ～０ ～０ ～０ ～０ 
90Sr 3.6×106 3.6×106 3.6×106 3.6×106 
131I ～０ ～０ ～０ ～０ 
134Cs 1.8×107 1.8×107 1.8×107 1.8×107 
137Cs 2.9×107 2.9×107 2.9×107 2.9×107 

放出量合計 

（3Hを除く。） 
3.0×108 3.0×108 3.0×108 3.0×108 

3H 3.6×1010 3.6×1010 3.6×1010 3.6×1010 
 

・放射性液体廃棄物の放

出量を現実的な評価に見

直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－24 添付書類三 

第３－２－５

表  解体工事

準備期間中に

おける放射性

液体廃棄物の

放出管理目標

値 

第３－２－５表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄 

物の放出管理目標値 

（単位：Bq/y） 

項目 放出管理目標値※１ 

放射性液体廃棄物 

（3Hを除く。） 
1.4×109 

 

第３－２－５表 解体工事準備期間中における放射性液体廃棄 

物の放出管理目標値 

（単位：Bq/y） 

項目 放出管理目標値※１ 

放射性液体廃棄物 

（3Hを除く。） 
1.2×109 

 

・放射性液体廃棄物の放

出量を現実的な評価に見

直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－29 添付書類三 

第３－２－９

表 放射性液

体廃棄物中に

含まれるよう

素に起因する

実効線量 

第３－２－９表 放射性液体廃棄物中に含まれるよう素に起因す

る実効線量 

（単位：μSv/y） 

 

年令 

グループ 

放射性液体廃棄物中に含まれるよ

う素に起因する実効線量 

海藻類を摂取す

る場合 

海藻類を摂取し

ない場合 

１号，２号， 

３号及び４号炉 

（合計） 

成人 約 7.0×10-3 約 6.8×10-3 

幼児 約 2.1×10-2 約 1.6×10-2 

乳児 約 2.6×10-2 約 1.2×10-2 

 

 

 

第３－２－９表 放射性液体廃棄物中に含まれるよう素に起因す

る実効線量 

（単位：μSv/y） 

 

年令 

グループ 

放射性液体廃棄物中に含まれるよ

う素に起因する実効線量 

海藻類を摂取す

る場合 

海藻類を摂取し

ない場合 

１号，２号， 

３号及び４号炉 

（合計） 

成人 ～０ ～０ 

幼児 ～０ ～０ 

乳児 ～０ ～０ 
 

・放射性液体廃棄物の

放出量を現実的な評価

に見直し 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

3－30 添付書類三 

第３－２－１

０表 平常時

における実効

線量 

第３－２－１０表 平常時における実効線量 

（単位：μSv/y） 

 実効線量 

放射性液体廃棄物中の放射性物質（よう素を除

く。）による実効線量 
約4.3 

放射性液体廃棄物中に含まれるよう素を摂取す

る場合の実効線量 
約0.03 

合 計 約4.3 
 

第３－２－１０表 平常時における実効線量 

（単位：μSv/y） 

 実効線量 

放射性液体廃棄物中の放射性物質（よう素を除

く。）による実効線量 
約2.6 

放射性液体廃棄物中に含まれるよう素を摂取す

る場合の実効線量 
～０ 

合 計 約2.6 
 

・放射性液体廃棄物の

放出量を現実的な評価

に見直し 

 



 

福島第二原子力発電所３号炉 廃止措置計画認可申請書 補正前後比較表 

- 
57 - 

頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－2 

6－3 

添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

a.核燃料物質取扱設備 

核燃料物質取扱設備の所要の性能を満足するため，原子炉設

置許可申請書本文の「五、原子炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備 二．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及

び設備 （イ）核燃料物質取扱設備の構造」に示す「燃料取扱

機能」，「臨界防止機能」及び「燃料落下防止機能」を有する設

備を維持対象とする。 

 

 

 

 

核燃料物質取扱設備のうち燃料取替機，原子炉建屋クレーン

が維持すべき機能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様

等は以下のとおりである。 

(a)燃料集合体を取扱い中，動力電源が喪失した場合に燃料集合

体が停止した位置にて保持される状態であること 

(b)燃料集合体の取扱い中に燃料集合体が破損しないよう正常に

動作する状態であること 

 

核燃料物質取扱設備のうちキャスク除染装置が維持すべき機

能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様等は以下のとお

りである。 

(a)使用済燃料輸送容器を除染する場所として，亀裂，変形等有

意な欠陥がない状態であること 

 

 

 

 

 

 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－２表に示す。 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

a.核燃料物質取扱設備 

核燃料物質取扱設備の所要の性能を満足するため，原子炉設

置許可申請書本文の「五、原子炉及びその附属施設の位置，構

造及び設備 二．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及

び設備 （イ）核燃料物質取扱設備の構造」に示す「燃料取扱

機能」，「臨界防止機能」及び「燃料落下防止機能」を有する設

備を維持対象とする。 

また，使用済燃料を構内輸送するため，「臨界防止機能」，「除

熱機能」，「密封機能」及び「放射線遮蔽機能」を有する設備を

維持対象とする。 

 

核燃料物質取扱設備のうち燃料取替機，原子炉建屋クレーン

が維持すべき機能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様

等は以下のとおりである。 

(a)燃料集合体を取扱い中，動力電源が喪失した場合に燃料集合

体が停止した位置にて保持される状態であること 

(b)燃料集合体の取扱い中に燃料集合体が破損しないよう正常に

動作する状態であること 

 

核燃料物質取扱設備のうちキャスク除染装置が維持すべき機

能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様等は以下のとお

りである。 

(a)使用済燃料輸送容器を除染する場所として，亀裂，変形等有

意な欠陥がない状態であること 

 

核燃料物質取扱設備のうち使用済燃料輸送容器が維持すべき

機能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様等は以下のと

おりである。 

(a)使用済燃料の運搬及び放射線障害の防止に影響するような有

意な損傷がない状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－２表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・核燃料物質取扱設備の

機能を追記 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・核燃料物質取扱設備の

性能を追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－3 

6－4 

添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

1.性能維持施設に必要な機能及び性能 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

b.核燃料物質貯蔵設備 

核燃料物質貯蔵設備の所要の性能を満足するため，原子炉設置

許可申請書本文の「五、原子炉及びその附属施設の位置，構造及

び設備 二．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

（ロ）核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力」に示す「臨界防

止機能」，「放射線遮蔽機能」，「水位監視機能」，「漏えい監視機能」，

「冷却浄化機能」及び「燃料プール水補給機能」を有する設備を

維持対象とする。 

なお，使用済燃料貯蔵設備のうち燃料プール冷却浄化系につい

ては，廃止措置段階では，貯蔵されている使用済燃料は十分冷え

ているため，設備の故障時の対応に時間的余裕が十分にあること

及び運転中から燃料プール冷却浄化系に多重性は要求されてい

ないことから，機能及び性能を維持するために必要な系統数は１

系統である。 

 

新燃料貯蔵庫が維持すべき機能ごとに，その性能を満たすため

に必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)燃料集合体等が臨界に達する変形等有意な欠陥がない状態で 

あること 

 

使用済燃料貯蔵設備が維持すべき機能ごとに，その性能を満た

すために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)放射線障害の防止に影響する有意な損傷がない状態であるこ

と 

(b)燃料集合体等が臨界に達する変形等有意な欠陥がない状態で

あること 

(c)使用済燃料プールの水位を監視し，水位高及び低の警報が発

信できる状態であること 

(d)使用済燃料プール内張りからの漏えいを監視し，水位高の警

報が発信できる状態であること 

(e)使用済燃料プール水の冷却が可能な運転状態であること 

(f)使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食する

おそれがある場合に使用済燃料プール水をろ過脱塩装置に通水

できる状態であること 

1.性能維持施設に必要な機能及び性能 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

b.核燃料物質貯蔵設備 

核燃料物質貯蔵設備の所要の性能を満足するため，原子炉設置

許可申請書本文の「五、原子炉及びその附属施設の位置，構造及

び設備 二．核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の構造及び設備 

（ロ）核燃料物質貯蔵設備の構造及び貯蔵能力」に示す「臨界防

止機能」，「放射線遮蔽機能」，「水位及び漏えいの監視機能」，「冷

却浄化機能」及び「燃料プール水補給機能」を有する設備を維持

対象とする。 

なお，使用済燃料貯蔵設備のうち燃料プール冷却浄化系につい

ては，廃止措置段階では，貯蔵されている使用済燃料は十分冷え

ているため，設備の故障時の対応に時間的余裕が十分にあること

及び運転中から燃料プール冷却浄化系に多重性は要求されてい

ないことから，機能及び性能を維持するために必要な系統数は１

系統である。 

 

新燃料貯蔵庫が維持すべき機能ごとに，その性能を満たすため

に必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)燃料集合体等の臨界防止に影響するような変形等有意な損傷 

がない状態であること 

 

使用済燃料貯蔵設備が維持すべき機能ごとに，その性能を満た

すために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)放射線障害の防止に影響する有意な損傷がない状態であるこ

と 

(b)燃料集合体等の臨界防止に影響するような変形等有意な損傷 

がない状態であること 

(c)使用済燃料プールの水位を監視し，水位高及び低の警報が発

信できる状態であること 

(d)使用済燃料プール内張りからの漏えいを監視し，水位高の警

報が発信できる状態であること 

(e)使用済燃料プール水の冷却が可能な運転状態であること 

(f)使用済燃料その他高放射性の燃料体の被覆が著しく腐食する

おそれがある場合に使用済燃料プール水をろ過脱塩装置に通水

できる状態であること 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（新燃料

貯蔵庫及び使用済燃料貯

蔵施設の性能について，

性能維持施設そのものに

有意な損傷がない状態で

あることを明確化） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－4 添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

（つづき） 

復水貯蔵タンクが維持すべき機能ごとに，その性能を満たすた

めに必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)著しい漏えい又はその形跡がなく，亀裂，変形等有意な欠陥

がない状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－３表に示す。 

なお，使用済燃料を３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備

（使用済燃料プール）に貯蔵している期間において，使用済燃料

貯蔵設備（使用済燃料プール）から冷却水が大量に漏えいする事

象を考慮しても，燃料被覆管表面温度の上昇による燃料の健全性

に影響はなく，また，臨界を防止できると評価できることから，

使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するた

めの重大事故等対処設備は不要である。使用済燃料貯蔵設備（使

用済燃料プール）から冷却水が大量に漏えいする事象における燃

料の評価については「添付書類六「1.性能維持施設に必要な機能

及び性能」の追補」にて補足する。 

復水貯蔵タンクが維持すべき機能ごとに，その性能を満たすた

めに必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)内包する物質が漏えいするような亀裂，変形等有意な欠陥が

ない状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－３表に示す。 

なお，使用済燃料を３号炉原子炉建屋内の使用済燃料貯蔵設備

（使用済燃料プール）に貯蔵している期間において，使用済燃料

貯蔵設備（使用済燃料プール）から冷却水が大量に漏えいする事

象を考慮しても，燃料被覆管表面温度の上昇による燃料の健全性

に影響はなく，また，臨界を防止できると評価できることから，

使用済燃料の著しい損傷の進行を緩和し及び臨界を防止するた

めの重大事故等対処設備は不要である。使用済燃料貯蔵設備（使

用済燃料プール）から冷却水が大量に漏えいする事象における燃

料の評価については「添付書類六「1.性能維持施設に必要な機能

及び性能」の追補」にて補足する。 

 

 

・記載の適正化（復水貯

蔵タンクの性能を見直

し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－6 添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

（つづき） 

(3)放射性廃棄物の廃棄施設 

a.気体廃棄物の廃棄設備 

廃止措置期間中も放射性気体廃棄物を処理するため，「放射性

廃棄物処理機能」を有する設備を維持対象とする。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)排気筒以外から気体状の放射性廃棄物を放出する亀裂，変形

等有意な欠陥がない状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－４表に示す。 

 

b.液体廃棄物の廃棄設備 

廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物は，廃液の性状に

応じた設備で処理し，放射性物質の濃度を低減して環境へ放出す

るため，性状に応じた「放射性廃棄物処理機能」を有する設備を

維持対象とする。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)著しい漏えい又はその形跡がなく，亀裂，変形等有意な欠陥

がない状態であること 

(b)著しい漏えい又はその形跡がなく，廃液濃縮処理が可能であ

ること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－５表に示す。 

 

c.固体廃棄物の廃棄設備 

廃止措置期間中も放射性固体廃棄物を処理及び貯蔵するため，

「放射性廃棄物処理機能」及び「放射性廃棄物貯蔵機能」を有す

る設備を維持対象とする。 

 

 

 

(3)放射性廃棄物の廃棄施設 

a.気体廃棄物の廃棄設備 

廃止措置期間中も放射性気体廃棄物を処理するため，「放射性

廃棄物処理機能」を有する設備を維持対象とする。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)排気筒以外から気体状の放射性廃棄物を放出する亀裂，変形

等有意な欠陥がない状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－４表に示す。 

 

b.液体廃棄物の廃棄設備 

廃止措置期間中に発生する放射性液体廃棄物は，廃液の性状に

応じた設備で処理し，放射性物質の濃度を低減して環境へ放出す

るため，性状に応じた「放射性廃棄物処理機能」を有する設備を

維持対象とする。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)内包する物質が漏えいするような亀裂，変形等有意な欠陥が

ない状態であること 

(b)廃液濃縮処理が可能であること 

 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－５表に示す。 

 

c.固体廃棄物の廃棄設備 

廃止措置期間中も放射性固体廃棄物を処理及び貯蔵するため，

「放射性廃棄物処理機能」及び「放射性廃棄物貯蔵機能」を有す

る設備を維持対象とする。 

また，使用済制御棒等を構内輸送するため，「放射線遮蔽機能」

を有する設備を維持対象とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（液体廃

棄物の廃棄設備の性能を

見直し） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・固体廃棄物の廃棄設備

の機能を追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－6 添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

（つづき） 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)著しい漏えい又はその形跡がなく，亀裂，変形等有意な欠陥

がない状態であること 

(b)雑固体廃棄物の固化が可能な状態であること 

(c)雑固体廃棄物の圧縮減容が可能な状態であること 

(d)濃縮洗濯廃液の乾燥が可能な状態であること 

(e)雑固体廃棄物の焼却が可能な状態であること 

 

 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－６表に示す。 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)内包する物質が漏えいするような亀裂，変形等有意な欠陥が

ない状態であること 

(b)雑固体廃棄物の固化が可能な状態であること 

(c)雑固体廃棄物の圧縮減容が可能な状態であること 

(d)濃縮洗濯廃液の乾燥が可能な状態であること 

(e)雑固体廃棄物の焼却が可能な状態であること 

(f)使用済制御棒等の運搬及び放射線障害の防止に影響するよう

な有意な損傷がない状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－６表に示す。 

 

 

・記載の適正化（固体廃

棄物の廃棄設備の性能を

見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－11 添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

（つづき） 

(5)解体中に必要なその他の施設 

a.換気空調系 

廃止措置期間中も核燃料物質の貯蔵管理及び搬出作業，施設内

で発生する放射性廃棄物の処理，放射性粉じんの発生の可能性が

ある解体作業等において，空気浄化が必要となる可能性があるた

め，「換気機能」を有する設備を維持対象とする。 

なお，換気設備については，廃止措置段階では，設備故障時に

は立入りを制限する等，復旧するまでの時間的余裕が十分にある

ことから，原子炉建屋原子炉棟換気空調系排気ファン，タービン

建屋換気空調系給気ファン及び排気ファン，原子炉建屋付属棟換

気空調系給気ファン及び排気ファン，活性炭式希ガス・ホールド

アップ装置建屋換気空調系給気ファン及び排気ファン，サイトバ

ンカ建屋換気空調系給気ファンの台数は１台である。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)給気ファン及び排気ファンの運転に異常がない状態であるこ

と 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１２表に示す。 

 

 

(5)解体中に必要なその他の施設 

a.換気空調系 

廃止措置期間中も核燃料物質の貯蔵管理及び搬出作業，施設内

で発生する放射性廃棄物の処理，放射性粉じんの発生の可能性が

ある解体作業等において，空気浄化が必要となる可能性があるた

め，「換気機能」を有する設備を維持対象とする。 

なお，換気設備については，廃止措置段階では，設備故障時に

は立入りを制限する等，復旧するまでの時間的余裕が十分にある

ことから，原子炉建屋原子炉棟換気空調系排気ファン，タービン

建屋換気空調系給気ファン及び排気ファン，原子炉建屋付属棟換

気空調系給気ファン及び排気ファン，活性炭式希ガス・ホールド

アップ装置建屋換気空調系給気ファン及び排気ファン，サイトバ

ンカ建屋換気空調系給気ファンの台数は１台である。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)放射線障害を防止するために必要な換気ができる状態である

こと 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１２表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（換気空

調系の性能について，フ

ィルタを含めた換気系と

しての性能に見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－12 添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

（つづき） 

b.非常用電源設備 

使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）に貯蔵

している間は使用済燃料の冷却が必要であり，安全確保上商用電

源が喪失した際においても冷却を行う必要がある。また，商用電

源を喪失した際においても作業者が廃止措置対象施設内から安

全に避難できるよう非常用照明へ電源を供給する必要がある。こ

のため，商用電源を喪失した際に使用済燃料貯蔵設備（使用済燃

料プール）の冷却及び非常用照明へ電源を供給するために必要な

「電源供給機能」を有する設備を維持対象とする。 

 

非常用電源設備のうち非常用ディーゼル発電機については，廃

止措置段階では，事故時等プラントを安全に停止するために必要

な補機への電源を供給する必要はないこと及び貯蔵されている

燃料は十分に冷えており，使用済燃料プールを緊急に冷却する必

要はないことから，機能及び性能を維持するために必要な台数は

１号，２号，３号及び４号炉共用で２台である。また，非常用デ

ィーゼル発電機が必要な場合においても時間的余裕があるため，

自動起動機能と自動給電機能は維持しない。 

非常用電源設備のうち非常用ディーゼル発電機が維持すべき

機能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様等は以下のとお

りである。 

(a)性能維持施設（使用済燃料の冷却のために必要な設備等）へ電

源を供給できる状態であること 

 

非常用電源設備のうち蓄電池については，廃止措置段階では，

プラントが停止しているため，非常用油ポンプ等の非常用動力負

荷等に電力を供給する必要はない。また，蓄電池から電源を供給

する性能維持施設に多重性は必要ないため，機能及び性能を維持

するために必要な台数は１組である。 

非常用電源設備のうち蓄電池が維持すべき機能ごとに，その性

能を満たすために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)性能維持施設（使用済燃料の冷却のために必要な設備等）へ電

源を供給できる状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１３表に示す。 

b.非常用電源設備 

使用済燃料を使用済燃料貯蔵設備（使用済燃料プール）に貯蔵

している間は使用済燃料の冷却が必要であり，安全確保上商用電

源が喪失した際においても冷却を行う必要がある。また，商用電

源を喪失した際においても作業者が廃止措置対象施設内から安

全に避難できるよう非常用照明へ電源を供給する必要がある。こ

のため，商用電源を喪失した際に使用済燃料貯蔵設備（使用済燃

料プール）の冷却及び非常用照明へ電源を供給するために必要な

「電源供給機能」を有する設備を維持対象とする。 

 

非常用電源設備のうち非常用ディーゼル発電機については，廃

止措置段階では，事故時等プラントを安全に停止するために必要

な補機への電源を供給する必要はないこと及び貯蔵されている

燃料は十分に冷えており，使用済燃料プールを緊急に冷却する必

要はないことから，機能及び性能を維持するために必要な台数は

１号，２号，３号及び４号炉共用で２台である。また，非常用デ

ィーゼル発電機が必要な場合においても時間的余裕があるため，

自動起動機能と自動給電機能は維持しない。 

非常用電源設備のうち非常用ディーゼル発電機が維持すべき

機能ごとに，その性能を満たすために必要な仕様等は以下のとお

りである。 

(a)非常用高圧母線に接続している性能維持施設へ電源を供給で

きる状態であること 

 

非常用電源設備のうち蓄電池については，廃止措置段階では，

プラントが停止しているため，非常用油ポンプ等の非常用動力負

荷等に電力を供給する必要はない。また，蓄電池から電源を供給

する性能維持施設に多重性は必要ないため，機能及び性能を維持

するために必要な台数は１組である。 

非常用電源設備のうち蓄電池が維持すべき機能ごとに，その性

能を満たすために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)直流電源母線に接続している性能維持施設へ電源を供給でき

る状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１３表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（非常用

ディーゼル発電機及び

蓄電池の性能について，

供給先を限定した記載

を見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－13 添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

（つづき） 

c.補機冷却系 

b.で記載したとおり，廃止措置の安全確保上，使用済燃料を

冷却することが必要であるため，使用済燃料貯蔵設備（使用済

燃料プール）の冷却に必要な「補機冷却機能」を有する設備を

維持対象とする。 

 

廃止措置段階では，事故時等プラントを安全に停止するため

の補機を冷却する必要はないこと及び貯蔵されている使用済燃

料は十分冷えていることから，多重性の要求はないため，機能

及び性能を維持するために必要な系統数は１系統である。ま

た，当該設備が必要な場合においても，時間的余裕があるた

め，原子炉補機冷却系第二中間ループ循環ポンプ，原子炉補機

冷却系海水ポンプの自動起動機能は維持しない。 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満た

すために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)性能維持施設（燃料プール冷却浄化系）へ冷却水を供給でき

る状態であること 

(b)性能維持施設（原子炉補機冷却系二次熱交換器）へ海水を供

給できる状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１４表に示す。 

c.補機冷却系 

b.で記載したとおり，廃止措置の安全確保上，使用済燃料を

冷却することが必要であるため，使用済燃料貯蔵設備（使用済

燃料プール）の冷却に必要な「補機冷却機能」を有する設備を

維持対象とする。 

 

廃止措置段階では，事故時等プラントを安全に停止するため

の補機を冷却する必要はないこと及び貯蔵されている使用済燃

料は十分冷えていることから，多重性の要求はないため，機能

及び性能を維持するために必要な系統数は１系統である。ま

た，当該設備が必要な場合においても，時間的余裕があるた

め，原子炉補機冷却系第二中間ループ循環ポンプ，原子炉補機

冷却系海水ポンプの自動起動機能は維持しない。 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満た

すために必要な仕様等は以下のとおりである。 

(a)性能維持施設へ冷却水を供給できる状態であること 

 

(b)性能維持施設へ海水を供給できる状態であること 

 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１４表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（補機

冷却系の性能につい

て，供給先を限定した

記載を見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－16 添付書類六 

1.性能維持施

設に必要な機

能及び性能 

（つづき） 

(8)消火系 

廃止措置期間中も火気作業や可燃物を取り扱うため，「消火機

能」を有する設備を維持対象とする。また，可燃性物質が保管さ

れる場所にあっては，火災が生ずることのないよう適切な防護措

置を講じるため，火災防護のための措置を定め，実施する。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

a.火災感知及び警報機能に影響するような有意な損傷がない状

態であること 

b.消火栓から放水できる状態であること 

c.著しい漏えい又はその形跡がなく，亀裂，変形等有意な欠陥が

ない状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１６表に示す。 

(8)消火系 

廃止措置期間中も火気作業や可燃物を取り扱うため，「消火機

能」を有する設備を維持対象とする。また，可燃性物質が保管さ

れる場所にあっては，火災が生ずることのないよう適切な防護措

置を講じるため，火災防護のための措置を定め，実施する。 

 

当該性能維持施設が維持すべき機能ごとに，その性能を満たす

ために必要な仕様等は以下のとおりである。 

a.火災感知及び警報機能に影響するような有意な損傷がない状

態であること 

b.消火栓から放水できる状態であること 

c.内包する物質が漏えいするような亀裂，変形等有意な欠陥がな

い状態であること 

 

上記機能及び性能を有する具体的な性能維持施設を第６－１

－１６表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（消火系

の性能を見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－16 

6－17 

添付書類六 

2.性能維持施

設の維持すべ

き期間 

2.性能維持施設の維持すべき期間 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

a.核燃料物質取扱設備 

新燃料及び使用済燃料を取り扱うために必要な「燃料取扱機

能」，「臨界防止機能」及び「燃料落下防止機能」並びにこれらの

性能については，３号炉に貯蔵している新燃料及び使用済燃料の

搬出が完了するまで維持する。 

 

 

 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－２表に示す

とおりである。 

 

b.核燃料物質貯蔵設備 

使用済燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」，「放射線遮蔽機

能」，「水位監視機能」，「漏えい監視機能」，「冷却浄化機能」及び

「燃料プール水補給機能」並びにこれらの性能については，３号

炉に貯蔵している使用済燃料の搬出が完了するまで維持 

 

 

              する。 

また，新燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」及び性能につい

ては，３号炉に貯蔵している新燃料の搬出が完了するまで維持す

る。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－３表に示す

とおりである。 

 

 

2.性能維持施設の維持すべき期間 

(2)核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

a.核燃料物質取扱設備 

新燃料及び使用済燃料を取り扱うために必要な「燃料取扱機

能」，「臨界防止機能」及び「燃料落下防止機能」並びにこれらの

性能については，３号炉に貯蔵している新燃料及び使用済燃料の

搬出が完了するまで維持する。 

使用済燃料を構内輸送するために必要な「臨界防止機能」，「除

熱機能」，「密封機能」及び「放射線遮蔽機能」並びにこれらの性

能については，使用済燃料の構内輸送が完了するまで維持する。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－２表に示す

とおりである。 

 

b.核燃料物質貯蔵設備 

使用済燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」， 

「冷却浄化機能」及び

「燃料プール水補給機能」並びにこれらの性能については，３号

炉に貯蔵している使用済燃料の搬出が完了するまで維持し，「放

射線遮蔽機能」及び「水位及び漏えいの監視機能」並びにこれら

の性能については，３号炉に貯蔵している使用済燃料及び使用済

制御棒の搬出が完了するまで維持する。 

また，新燃料の貯蔵に必要な「臨界防止機能」及び性能につい

ては，３号炉に貯蔵している新燃料の搬出が完了するまで維持す

る。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－３表に示す

とおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・核燃料物質取扱設備の

機能，性能及び性能維持

期間を追記 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（核燃料

物質貯蔵設備の性能維

持期間を見直し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－18 添付書類六 

2.性能維持施

設の維持すべ

き期間 

（つづき） 

(3)放射性廃棄物の廃棄施設 

c.固体廃棄物の廃棄設備 

放射性固体廃棄物の廃棄のために必要な「放射性廃棄物処理

機能」及び「放射性廃棄物貯蔵機能」並びにこれらの性能につ

いては，放射性固体廃棄物の処理が完了するまで維持 

 

                 する。 

ただし，固体廃棄物貯蔵庫の「放射性廃棄物貯蔵機能」及び

性能については，貯蔵している放射性固体廃棄物の廃棄が完了

するまで維持する。 

 

 

 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－６表に示

すとおりである。 

(3)放射性廃棄物の廃棄施設 

c.固体廃棄物の廃棄設備 

放射性固体廃棄物の廃棄のために必要な「放射性廃棄物処理

機能」及び                   性能につ

いては，放射性固体廃棄物の処理が完了するまで維持し，「放射

性廃棄物貯蔵機能」及び性能については，貯蔵している放射性

固体廃棄物の取出しが完了するまで維持する。 

ただし，固体廃棄物貯蔵庫の「放射性廃棄物貯蔵機能」及び

性能については，貯蔵している放射性固体廃棄物の廃棄が完了

するまで維持する。 

使用済制御棒等の構内輸送のために必要な「放射線遮蔽機

能」及び性能については，使用済制御棒等の構内輸送が完了す

るまで維持する。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－６表に示

すとおりである。 

 

 

 

 

・記載の適正化（固体廃

棄物の廃棄設備の性能維

持期間を見直し） 

 

 

 

・固体廃棄物の廃棄設備

の機能，性能及び性能維

持期間を追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－20 添付書類六 

2.性能維持施

設の維持すべ

き期間 

（つづき） 

(5)解体中に必要なその他の施設 

a.換気空調系 

管理区域内の空気を浄化し，換気する「換気機能」及び性能に

ついては，各建屋の管理区域を解除するまで維持する。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－１２表に示

すとおりである。 

 

b.非常用電源設備 

商用電源喪失時に安全確保上必要な非常用ディーゼル発電機

の「電源供給機能」及び性能については，使用済燃料の搬出が完

了するまで維持する。 

蓄電池の「電源供給機能」及び性能については，３号炉に貯蔵

している使用済燃料の搬出が完了するまで維持する。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－１３表に示

すとおりである。 

(5)解体中に必要なその他の施設 

a.換気空調系 

管理区域内の空気を浄化し，換気する「換気機能」及び性能に

ついては，各建屋の管理区域を解除するまで維持する。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－１２表に示

すとおりである。 

 

b.非常用電源設備 

商用電源喪失時に安全確保上必要な非常用ディーゼル発電機

の「電源供給機能」及び性能については，使用済燃料の搬出が完

了するまで維持する。 

蓄電池の「電源供給機能」及び性能については，各建屋の各エ

リアに設置されている設備の供用が終了するまで維持する。 

上記機能及び性能を維持すべき期間は，第６－１－１３表に示

すとおりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化（蓄電池

の性能維持期間を見直

し） 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－23 添付書類六 

第６－１－２

表 核燃料物

質取扱設備に

係る性能維持

施設の維持す

べき機能・維持

すべき期間 
第
６
－
１
－
２
表
 

核
燃
料
物
質
取
扱

設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持
す

べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

 

 

第
６
－
１
－
２
表
 

核
燃
料
物
質
取
扱

設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持
す

べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

・核燃料物質取扱設備に

係る性能維持施設，機能

及び維持期間を追記 

機
能
 

設
備
（
建

屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

燃
料
取
扱
機
能
 

燃
料
取
替

機
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

原
子
炉
建

屋
ク
レ
ー
ン
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

キ
ャ
ス
ク

除
染
装
置
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋

原
子
炉
棟
内
）
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
及

び
使

用
済

燃
料

の
搬

出
が

完
了

す
る

ま
で
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
取
替

機
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

使
用
済
燃

料
輸
送
容
器
 

使
用

済
燃

料
の

構
内

輸
送

が
完

了
す

る
ま
で
 

燃
料

落
下

防
止

機

能
 

燃
料
取
替

機
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

原
子
炉
建

屋
ク
レ
ー
ン
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
及

び
使

用
済

燃
料

の
搬

出
が

完
了

す
る

ま
で
 

除
熱
機
能
 

密
封
機
能
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

使
用
済
燃

料
輸
送
容
器
 

使
用

済
燃

料
の

構
内

輸
送

が
完

了
す

る
ま
で
 

 

機
能
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

燃
料
取
扱
機
能
 

燃
料
取
替

機
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

原
子
炉
建

屋
ク
レ
ー
ン
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

キ
ャ
ス
ク

除
染
装
置
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
及

び
使

用
済

燃
料

の
搬

出
が

完
了

す
る

ま
で
 

臨
界
防
止
機
能
 

燃
料
取
替

機
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

燃
料

落
下

防
止

機

能
 

燃
料
取
替

機
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
 

原
子
炉
建

屋
ク
レ
ー
ン
（
３
号
炉
原
子
炉
建
屋
原
子
炉
棟
内
）
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－24 添付書類六 

第６－１－３

表 核燃料物

質貯蔵設備に

係る性能維持

施設の維持す

べき機能・維持

すべき期間 
第
６
－
１
－
３
表
 

核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持

す
べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

 

第
６
－
１
－
３
表
 

核
燃
料
物
質
貯
蔵
設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持

す
べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

・記載の適正化（使用済

燃料貯蔵設備の性能維持

期間を見直し） 

 

機
能
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

臨
界
防
止
機
能
 

新
燃
料
貯
蔵
庫
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
の

搬

出
が
完
了
す
る
ま
で
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備

（
３

号
炉

原
子

炉
建

屋

原
子
炉
棟
内
）
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
及

び

使
用
済
燃
料
の
搬
出
が
完
了
す
る
ま
で
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

使
用

済
燃

料

の
搬
出
が
完
了
す
る
ま
で
 

水
位

及
び

漏
え

い
の

監
視
機
能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
監
視
す
る
設
備
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
の
漏
え
い
を
監
視
す

る
設
備
 

冷
却
浄
化
機
能
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ポ
ン
プ
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
熱
交
換
器
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ろ
過
脱
塩
装
置
 

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

機
能
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ポ
ン
プ
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
熱
交
換
器
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ろ
過
脱
塩
装
置
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
（
補
給
水
ラ
イ
ン
を
含
む
。）

 

 

機
能
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

臨
界
防
止
機
能
 

新
燃
料
貯
蔵
庫
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
の

搬

出
が
完
了
す
る
ま
で
 

使
用

済
燃

料
貯

蔵
設

備

（
３

号
炉

原
子

炉
建

屋

原
子
炉
棟
内
）
 

使
用
済
燃
料
貯
蔵
ラ
ッ
ク
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

新
燃

料
及

び

使
用
済
燃
料
の
搬
出
が
完
了
す
る
ま
で
 

放
射
線
遮
蔽
機
能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

使
用

済
燃

料

及
び

使
用

済
制

御
棒

の
搬

出
が

完
了

す

る
ま
で
 

水
位

及
び

漏
え

い
の

監
視
機
能
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
位
を
監
視
す
る
設
備
 

使
用
済
燃
料
プ
ー
ル
水
の
漏
え
い
を
監
視
す
る
設
備
 

冷
却
浄
化
機
能
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ポ
ン
プ
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

使
用

済
燃

料

の
搬
出
が
完
了
す
る
ま
で
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
熱
交
換
器
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ろ
過
脱
塩
装
置
 

燃
料

プ
ー

ル
水

補
給

機
能
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ポ
ン
プ
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
熱
交
換
器
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
 
ろ
過
脱
塩
装
置
 

復
水
貯
蔵
タ
ン
ク
（
補
給
水
ラ
イ
ン
を
含
む
。）
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－26 添付書類六 

第６－１－６

表 固体廃棄

物の廃棄設備

に係る性能維

持施設の維持

すべき機能・維

持すべき期間 
第
６
－
１
－
６
表
 
固

体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持
す
べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

 

 

第
６
－
１
－
６
表
 
固

体
廃
棄
物
の
廃
棄
設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持
す
べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

・記載の適正化（固体廃

棄物の廃棄設備の性能維

持期間を見直し） 

・固体廃棄物の廃棄設備

に係る性能維持施設，機

能及び維持期間を追記 

機
能
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

放
射

性
廃

棄
物

貯
蔵

機
能
 

使
用
済
樹

脂
槽
 

貯
蔵

し
て

い
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の

取
出
し
が
完
了
す
る
ま
で
 

原
子
炉
冷

却
材
浄
化
系
沈
降
分
離
槽
 

原
子
炉
冷

却
材
浄
化
系
受
け
タ
ン
ク
 

燃
料
プ
ー

ル
冷
却
浄
化
系
受
け
タ
ン
ク
 

復
水
浄
化

系
沈
降
分
離
槽
 

復
水
浄
化

系
受
け
タ
ン
ク
 

濃
縮
廃
液

タ
ン
ク
 

濃
縮
洗
濯

廃
液
タ
ン
ク
 

サ
イ
ト
バ

ン
カ
 

固
体
廃
棄

物
貯
蔵
庫
 

貯
蔵

し
て

い
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の

廃
棄
が
完
了
す
る
ま
で
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

機
能
 

固
化
装
置
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
処

理
が

完
了

す

る
ま
で
 

減
容
装
置

 

乾
燥
装
置
 

雑
固
体
廃

棄
物
焼
却
設
備
 

放
射

線
遮
蔽
機
能
 

固
体
廃
棄

物
移
送
容
器

 
使

用
済

制
御

棒
等

の
構

内
輸

送
が

完
了

す
る
ま
で
 

 

機
能
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

放
射

性
廃

棄
物

貯
蔵

機
能
 

使
用
済
樹
脂
槽
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
処

理
が

完
了

す

る
ま
で
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
沈
降
分
離
槽
 

原
子
炉
冷
却
材
浄
化
系
受
け
タ
ン
ク
 

燃
料
プ
ー
ル
冷
却
浄
化
系
受
け
タ
ン
ク
 

復
水
浄
化
系
沈
降
分
離
槽
 

復
水
浄
化
系
受
け
タ
ン
ク
 

濃
縮
廃
液
タ
ン
ク
 

濃
縮
洗
濯
廃
液
タ
ン
ク
 

サ
イ
ト
バ
ン
カ
 

固
体
廃
棄
物
貯
蔵
庫
 

貯
蔵

し
て

い
る

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の

廃
棄
が
完
了
す
る
ま
で
 

放
射

性
廃

棄
物

処
理

機
能
 

固
化
装
置
 

放
射

性
固

体
廃

棄
物

の
処

理
が

完
了

す

る
ま
で
 

減
容
装
置

 

乾
燥
装
置
 

雑
固
体
廃
棄
物
焼
却
設
備
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6－30 添付書類六 

第６－１－１

３表 非常用

電源設備に係

る性能維持施

設の維持すべ

き機能・維持す

べき期間 
第
６
－
１
－
１
３
表

 
非
常
用
電
源
設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持

す
べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

第
６
－
１
－
１
３
表

 
非
常
用
電
源
設
備
に
係
る
性
能
維
持
施
設
の
維
持

す
べ
き
機
能
・
維
持
す
べ
き
期
間

 

・記載の適正化（蓄電池

の性能維持期間を見直

し） 

 

機
能
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

電
源
供
給
機
能
 

非
常

用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

使
用

済
燃
料
の
搬
出
が
完
了
す
る

ま
で
 

蓄
電

池
（
所
内
用
）
 

各
建

屋
の

各
エ

リ
ア

に
設

置
さ

れ
て

い

る
設

備
の
供
用
が
終
了
す
る
ま
で
 

 

機
能
 

設
備
（
建
屋
）
名
称
 

維
持
期
間
 

電
源
供
給
機
能
 

非
常
用
デ
ィ
ー
ゼ
ル
発
電
機
 

使
用
済
燃
料
の
搬
出
が
完
了
す
る
ま
で
 

蓄
電
池
（
所
内
用
）
 

３
号

炉
に

貯
蔵

し
て

い
る

使
用

済
燃

料

の
搬
出
が
完
了
す
る
ま
で
 

 



 

福島第二原子力発電所３号炉 廃止措置計画認可申請書 補正前後比較表 

- 
73 - 

頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6追補－

11 

添付書類六（追

補） 

2.使用済燃料

プール水大規

模漏えい時の

使用済燃料の

健全性につい

て 

2.1.3.燃料被覆管表面温度の計算 

c.燃料被覆管表面温度計算 

 

管内層流における気体単相の𝑁𝑢数（熱流束一定）を， 

𝑁𝑢 = 4.36 =  
ℎ𝑎𝑑𝑒ℎ
𝑘𝑎

 (15) 

 

として，熱伝達係数ℎ𝑎は， 

ℎ𝑎  = 
𝑘𝑎
𝑑𝑒ℎ

×4.36 (16) 

 

のように求められる。 

燃料集合体１体の発熱量𝑄（W）から， 

𝑞”=
𝑄

𝐿ℎ𝐿
 （W/m2）   (17) 

 

また，ピーキング係数の最大値を𝑃𝐹として， 

𝑞” = 𝑞” × 𝑃𝐹 （W/m2） (18) 

 

 

2.1.3.燃料被覆管表面温度の計算 

c.燃料被覆管表面温度計算 

 

管内層流における気体単相の𝑁𝑢数（熱流束一定）を，                

𝑁𝑢 = 4.36 =  
ℎ𝑎𝑑𝑒ℎ
𝑘𝑎

 (15) 

 

として，熱伝達係数ℎ𝑎は， 

ℎ𝑎  = 
𝑘𝑎
𝑑𝑒ℎ

×4.36 (16) 

 

のように求められる。 

燃料集合体１体の発熱量𝑄（W）から， 

𝑄”=
𝑄

𝐿ℎ𝐿
 （W/m2）   (17) 

 

また，ピーキング係数の最大値を𝑃𝐹として， 

𝑞”= 𝑄” × 𝑃𝐹 （W/m2） (18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6追補－

16 

添付書類六（追

補） 

第４表 燃料

健全性評価に

おける主要な

入力パラメー

タの値と根拠

（２／２） 
第
４
表
 

燃
料
健
全
性
評
価
に
お
け
る
主
要
な
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ

の
値
と
根
拠
（
２
／
２
）

 

第
４
表
 

燃
料
健
全
性
評
価
に
お
け
る
主
要
な
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ

の
値
と
根
拠
（
２
／
２
）

 

・記載の適正化（伝熱計算

用流路面積の値の追加，

熱の等価直径の値及び算

出式を見直し） 

 

計
算
手
順
 

主
要
な
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ
 

値
 

根
拠
 

②
 

自
然

対
流

熱

伝
達
の
計
算
 

燃
料
集
合
体
１
体
の
発
熱
量
 
𝑄
 

約
31
9 
W 

Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｎ
２
．
２
に
よ
り
崩
壊
熱
を
計
算
（
令
和
２
年
２
月

１
日
時
点
）
 

摩
擦
損
失
計
算
用
流
路
面
積
 
𝐴
 

X
  
  
  
  
  

チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
囲
ま
れ
る
面
積
－
（
燃
料
棒
＋
ウ
ォ
ー

タ
ー
・
ロ
ッ
ド
）
に
囲
ま
れ
る
面
積
 

流
れ
の
等
価
直
径
 
𝑑
𝑒
𝑓
 

X
  
  
  
 

𝑑
𝑒
𝑓
=
4
𝐴

𝐿 𝑓
 

（
𝐴
と

摩
擦

損
失

計
算

用
濡

れ
縁

長
さ
𝐿 𝑓
よ

り
算

出
）
 

局
所
圧
力
損
失
係
数

 
𝜁
 

X
  

単
相
で

の
燃

料
集

合
体

局
所
圧

損
係

数
（

＝
𝑘
（

下
部

タ
イ
プ

レ

ー
ト
）
＋
𝑘
（

ス
ペ
ー
サ
）
×
7＋

𝑘
（
上
部
タ
イ
プ
レ
ー
ト
））

を

基
に
計
算
流
路
全
体
の
局
所
圧
損
係
数
を
設
定
 

③
 

燃
料

被
覆

管

表
面
温
度
計
算
 

伝
熱
計
算
用
流
路
面
積
 
𝐴
′  

X
  
  
  
  
 

チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
囲
ま
れ
る
面
積
 

熱
の
等
価
直
径

 
𝑑
𝑒
ℎ
 

X
  
  
  
  

𝑑
𝑒
ℎ
=
4
𝐴
′
𝐿
ℎ

 
（
𝐴
′と

伝
熱
計
算
用
濡
れ
縁
長
さ
𝐿
ℎ
よ
り
算
出
）
 

発
熱
長
さ

 
𝐿
 

X
  
  
  
 

燃
料
棒
有
効
長
を
設
定
 

ピ
ー
キ
ン
グ
係
数
 
𝑃
𝐹
 

2.
46
 

最
大
線
出
力
密
度
と
炉
心
平
均
線
出
力
密
度
の
比
を
設
定
 

 

計
算
手
順
 

主
要
な
入
力
パ
ラ
メ
ー
タ
 

値
 

根
拠
 

②
 

自
然

対
流

熱

伝
達
の
計
算
 

燃
料
集
合
体
１
体
の
発
熱
量
 
𝑄
 

約
31
9 
W 

Ｏ
Ｒ
Ｉ
Ｇ
Ｅ
Ｎ
２
．
２
に
よ
り
崩
壊
熱
を
計
算
（
令
和
２
年
２
月

１
日
時
点
）
 

流
路
面
積
 
𝐴
 

X
  
  
  
  
  

チ
ャ
ン
ネ
ル
ボ
ッ
ク
ス
に
囲
ま
れ
る
面
積
－
（
燃
料
棒
＋
ウ
ォ
ー

タ
ー
チ
ャ
ン
ネ
ル
）
に
囲
ま
れ
る
面
積
 

流
れ
の
等
価
直
径
 
𝑑
𝑒
𝑓
 

X
  
  
  
 

𝑑
𝑒
𝑓
=
4
𝐴

𝐿 𝑓
 

（
𝐴
と

摩
擦

損
失

計
算

用
濡

れ
縁

長
さ
𝐿 𝑓
よ

り
算

出
）
 

局
所
圧
力
損
失
係
数

 
𝜁
 

X
  

単
相
で
の
燃
料
集
合
体
局
所
圧
損
係
数
（
＝
𝑘
（
下
部
タ
イ
プ
レ

ー
ト
）
＋
𝑘（

ス
ペ
ー
サ
）
×
7＋

𝑘（
上
部
タ
イ
プ
レ
ー
ト
））

を

基
に
計
算
流
路
全
体
の
局
所
圧
損
係
数
を
設
定
 

③
 

燃
料

被
覆

管

表
面

温
度

計

算
 

熱
の
等
価
直
径

 
𝑑
𝑒
ℎ
 

X
  
  
  

𝑑
𝑒
ℎ
=
4
𝐴

𝐿
ℎ

 
（
𝐴
と
伝
熱
計
算
用
濡
れ
縁
長
さ
𝐿
ℎ
よ
り
算
出
）
 

発
熱
長
さ
 
𝐿
 

X
  
  
  
 

燃
料
棒
有
効
長
を
設
定
 

ピ
ー
キ
ン
グ
係
数
 
𝑃
𝐹
 

2.
46
 

最
大
線
出
力
密
度
と
炉
心
平
均
線
出
力
密
度
の
比
を
設
定
 

 

枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6追補－

27 

添付書類六（追

補） 

4.3.使用済燃

料プールから

のスカイシャ

イン線による

実効線量評価

結果 

4.3.使用済燃料プールからのスカイシャイン線による実効線量

評価結果 

使用済燃料プールの使用済燃料の全放射能強度を考慮し，使用

済燃料プールの冷却水が全て喪失した状態を想定して，スカイシ

ャイン線による周辺公衆の実効線量を評価した結果，評価地点に

おいて約 2.3μSv/hであり，保安規定に基づき整備している体制

に従い使用済燃料プールに注水する等の措置を講じる時間を十

分に確保できることから，周辺公衆への放射線被ばくの影響は小

さい。 

4.3.使用済燃料プールからのスカイシャイン線による実効線量

評価結果 

使用済燃料プールの使用済燃料の全放射能強度を考慮し，使用

済燃料プールの冷却水が全て喪失した状態を想定して，スカイシ

ャイン線による周辺公衆の実効線量を評価した結果，評価地点に

おいて約 2.3μSv/hであり，保安規定に基づき整備している体制

に従い使用済燃料プールに注水する等の措置を講じる時間を十

分に確保できることから，周辺公衆への放射線被ばくの影響は小

さい。 

また，スカイシャイン線に対する遮蔽効果を確認するため，原

子炉建屋の燃料取替床以上の部分の遮蔽効果を考慮せず評価し

た場合は約 8.3μSv/hである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・原子炉建屋の遮蔽効果

を考慮しない場合の実効

線量の評価結果を追記 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6追補－

28 

添付書類六

（追補） 

第１表 線源

強度の設定条

件 

第１表 線源強度の設定条件 

使用済燃料 

仕様 ９×９燃料 

燃焼条件 50GWd/t 

冷却期間 約９年 

貯蔵体数 2,360体 

使用済制御棒 

（ボロン・カーバイ

ト型） 

照射条件 1.5 snvt 

冷却期間 約９～30年 

貯蔵体数 54体 

使用済制御棒 

（ハフニウム型） 

照射条件 5.0 snvt 

冷却期間 10～30年 

貯蔵体数 57体 
 

第１表 線源強度の設定条件 

使用済燃料 

仕様 ９×９燃料 

燃焼条件 50GWd/t 

冷却期間 約９年 

貯蔵体数 2,360 体 

使用済制御棒 

（ボロン・カーバイ

ド型） 

照射条件 1.5 snvt 

冷却期間 約９～30年 

貯蔵体数 54 体 

使用済制御棒 

（ハフニウム型） 

照射条件 5.0 snvt 

冷却期間 10～30年 

貯蔵体数 57 体 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

・記載の適正化 
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頁 補正箇所 補正前 補正後 理由 

6追補－

29 

添付書類六（追

補） 

第２表 スカ

イシャイン線

の評価条件 

第２表 スカイシャイン線の評価条件 

遮蔽材 

原子炉建屋：コンクリート（天井は軽量コ

ンクリート，燃料取替床以上

の側壁は普通コンクリート） 

地面：コンクリート（γ線の地表面からの

反射・吸収を考慮する） 

 

使用済燃料：二酸化ウラン，ジルカロイ（被

覆管，チャンネルボックス） 

使用済制御棒：ボロン・カーバイト，ハフ

ニウム，ステンレス鋼 

その他：空気 

検出器 
ポイントディテクタエスティメータ 

（評価地点高さ＋1.5m） 

ライブラリ MCPLIB84 

γ線束－線量換算

係数 
ICRP Pub.74 

γ線輸送の物理モ

デル 
ボルツマン方程式 

γ線の輸送下限 １keV 

γ線発生数 ２千万個以上 

分散低減法 Weight window 法  

計算収束方法 
Weight window parameter 評価のための

メッシュを適切に設定し誤差を低減 

判定基準 

評価結果の統計誤差（１σ）が５％未満で，

収束に関する警告数の少ない計算結果を

選定 
 

第２表 スカイシャイン線の評価条件 

遮蔽材 

原子炉建屋：コンクリート（天井は軽量コ

ンクリート，燃料取替床以上

の側壁は普通コンクリート） 

地面：コンクリート（O.P.０mより下の部

分とし，γ線の地表面からの反射・

吸収を考慮する） 

使用済燃料：二酸化ウラン，ジルカロイ（被

覆管，チャンネルボックス） 

使用済制御棒：ボロン・カーバイド，ハフ

ニウム，ステンレス鋼 

その他：空気 

検出器 
ポイントディテクタエスティメータ 

（評価地点高さ＋1.5m） 

ライブラリ MCPLIB84 

γ線束－線量換算

係数 
ICRP Pub.74 

γ線輸送の物理モ

デル 
ボルツマン方程式 

γ線の輸送下限 １keV 

γ線発生数 ２千万個以上 

分散低減法 Weight window 法  

計算収束方法 
Weight window parameter 評価のための

メッシュを適切に設定し誤差を低減 

判定基準 

評価結果の統計誤差（１σ）が５％未満で

あることに加え，単調減少及び1/√𝑁減少

などの収束に関する警告の内容を総合的

に勘案して計算結果を選定 

評価範囲 
原子炉建屋中心の O.P.０m を中心とした

半径５kmの球形の範囲 
 

・記載の適正化 

 


